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はじめに 

 

 

町民の皆様には、日頃から町政の執行につきまして、ご理解とご協力をいただき

厚くお礼申し上げます。 

今年度においても、幌延町の予算の内容を少しでも具体的にお知らせし、町民参

加の町政を推進するため『令和８年度 わが町の家計』を作成いたしました。 

本年は、町長就任３期目の任期最終年となります。公約として掲げた「持続可能

なまちづくりを進める」、「活力と賑わいを創る」、「健やかな暮らしを共に支える」、

「生きる力と文化を育む」、「豊かな自然と安全を守る」の５つの基本目標に沿っ

て施策を進めるため、住民が将来に向かって希望を持ち、快適に安心して暮らし

ていけるよう、中長期的な視点で産業・地域振興や公共施設等の長寿命化を進め

るとともに、町財政の健全性を考慮しつつ、「人」、「しごと」、「まち」づくりを推

進すべく予算編成を行いました。 

とりわけ、第６次幌延町総合計画の重点戦略に掲げる各種施策については、産業

の活性化、移住・定住、少子化対策、子育て・高齢者支援、人材育成など、人口減

少の緩和と活力ある地方創りに直結する取組であることから、財源の重点配分を

行いました。 

 

私は、皆様がいつまでもこのまちに、この地域に暮らしていたいと思えるよう、

まちの魅力を高め、「幌延町民憲章」と「まちづくり基本条例」を尊重し、『小さく

とも、キラリと輝き続けるまちづくり』の実現を目指してまいりますので、一層の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

令和８年５月 

 

幌延町長 野 々 村    仁 
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●予算編成の基本方針（抜粋） 

１ 町民目線を基本とし、町民の日々の暮らしを着実に支え、町民が暮らし良さを実感

できるよう、基礎的行政サービスの確保と充実に努める。 

２ 自然災害等から町民の生命・財産・生活を守るために、防災・減災対策等の行政課

題に取り組むとともに、幌延町強靭化計画の推進に向け、施設の老朽化・長寿命化対

策を進める。 

３ 第６次幌延町総合計画に定めるまちの将来像の実現に向け、基本計画に掲げる施

策を進める。特に重点戦略に掲げる各種施策は、人口減少の緩和と活力ある地域づく

りに直結する取組みであり最適化を図りながら着実に進める。 

４ 町長の目標施策に掲げる「主な施策」は、令和８年度までに達成もしくは道筋をつ

けられるよう着実に推進する。その際、施設の整備等にあたっては、再エネ導入や省

エネの推進などゼロカーボンの実現に向けた施策や取組みを検討する。 

５ これまでの事務事業について、必要性や有効性、推進体制、デジタルの活用等にも

踏み込み徹底した評価と見直しを行い、選択と集中の視点に立ち施策の優先順位付

けを行い進める。 

６ 町（庁）内の慢性的な人手不足を緩和し、産業やしごとを活性化するため、働き方

改革を進めるとともに施策等を総動員して人材の育成確保と定着に向けた取組みを強

化する。 

●各会計の予算規模                （伸率は当初予算対比） 

会  計  名 当 初 予 算 額 対前年度伸率 

普通 一 般 会 計 ６６億０，０００万円 ▲１．４％ 

公営

事業 

国民健康保険特別会計 ３億２，４８９万円 ▲３．１％ 

国民健康保険診療所特別会計 ４億０，８１２万円 ５．６％ 

後期高齢者医療特別会計 ６，００８万円 ５．２％ 

介護保険特別会計 ２億８，９０９万円 ５．０％ 

公営

企業 

簡 易 水 道 事 業 会 計 ３億２，１４６万円 ▲２８．４％ 

下 水 道 事 業 会 計 ８億７，０２１万円 １６２．０％ 

合     計 ８８億７，３８５万円 ４．１％ 

 

一般会計当初予算における財源内訳 

                歳入に占める割合 （ ）内は前年度 

・自主財源 ２５億９，１９４万円  ３９．３％  （３４．７％） 

・依存財源 ４０億０，８０６万円  ６０．７％  （６５．３％） 

※「自主財源」とは町税や手数料等の、町が自主的に収入しうる財源で、歳入

全体に占める「自主財源」の割合が高いことが望まれています。 

 

令和８年度の予算編成方針と予算規模について 
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（ ）内は対前年比 

一般会計 歳  出          ６６億０,０００万円（▲１．４％） 

 

 町が事務処理をする場合、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費

で最大の効果をあげるようにしなければなりません。 

 ここでは令和８年度一般会計予算の歳出について、概要を説明します。 

 

■１款 議 会 費           ５，２４１万円（３．３％）■ 

 

 ここに含まれる経費は、議会の活動に要する経費で、主として議員の報酬及

び費用弁償、議会の運営費等が計上されています。 

 

 ⑴議 会 費              ５，２４１万円（３．３％） 

  

①議 会 費                    ５，２４１万円 

 

 ○議員報酬等（８人）                ３，１８４万円 

・議会議員８人の報酬等の合計です。一人あたり３９８万円になりま

す。 

・期末手当は、年２回の支給で４．６５月分が支給されます。 

・議員共済会負担金は４６４万円です。 

 

 ○議会だより発行                    ６６万円 

・年度間４回の定例議会などを中心に議会の活動をお知らせする「議

会だより」の発行に要する経費で、町広報誌「ほろのべの窓」と合

併で発行しています。 

 

 ○議会人件費（２人）               １，６８２万円 

・議会事務局職員の人件費で、内訳は給料８４３万円、職員手当４７

６万円、共済費３６３万円です。 

 
 

 

 

議会事務局 

電話 5-1111 

内線 311 
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■２款 総 務 費        ９億０，０５２万円（▲１３．３％）■ 

 

 ここに含まれる経費は、①全般的な管理事務、企画調整事務、財政・財務管

理に要する経費等、②町の共通経費及び通常必要とされる経費で、庁舎・出先

機関の維持管理、徴税、戸籍、選挙、統計等に要する経費、③他の款に区分で

きない経費等が計上されています。 

 

 ⑴総務管理費            ８億２，０８３万円（▲１２．２％） 

  

①一般管理費                  ３億３，５１８万円 

 

 ○町長及び副町長の人件費             ３，１７１万円 

・町長及び副町長の給与は、町長が月額７１万円、副町長が月額６０

万円です。期末手当は年２回で、４．６５月分が支給されます。共

済費は９６９万円です。 

 

 ○総務人件費（１８人）             １億３，６６９万円 

・総務企画課及び住民生活課の一部の職員１８人の人件費で、内訳は

給料６，３４７万円、職員手当４，０３０万円、共済費３，２９２万

円です。 

 

 ○役場全般的な管理事務経費            ３,６８３万円 

・役場全般的な管理事務経費及び理事者の旅費等の経費で、主な内容

は、事務補助員の人件費３７５万円、理事者等旅費２８３万円、消

耗品費１９４万円、通信運搬費３８６万円、庁舎機械警備委託料１

４５万円、町例規類集整備業務委託料３９２万円、人事評価システ

ム使用料１３４万円、事務機器等リース料１５２万円及び宗谷町村

会への負担金３１９万円です。 

 

 ○ＩＴ機器等の管理事務経費            １，３８７万円 

・自治体ネットワーク施設保守管理委託料７５１万円、基幹系ネット

ワークサーバー等使用料２１５万円、通信運搬費１４２万円及び一

般備品１６５万円が主な内容です。 

 

 ○ＯＡ機器等更新事業                ６，４４１万円 

・windows10 及び office2016 のメーカーサポート終了に対応す

るため、自治体ネットワーク業務用パソコンを更新します。 

 

 ○社会保障・税番号制度システム管理費       １，８５０万円 

・マイナンバー（個人番号）により、効率的に情報を管理し、国民の利

便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤をつくるための

経費です。 

総務企画課 

総務係 

電話 5-1111 

内線 122,123 

     124,125 

   127 
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 ○自治体情報セキュリティ強化対策事業       ２，９２４万円 

・情報系サーバ機器等を更改し、安全なネットワーク環境を確保する

とともに、セキュリティの基盤強化を実施します。 

 

 ○人材育成・確保対策事業              ７５４万円 

・町職員としてのスキルアップを目的とした職員研修に係る経費や、

資格取得や先進地視察研修等の自己啓発への支援、就職奨励金の交

付など人材育成・確保を実施します。 

 

  

②自治振興費                  ２億４，８６１万円 

 

 ○住民自治の振興に要する経費             ６９７万円 

・事務補助員の人件費３６４万円、各集会施設の管理に要する経費２

４９万円、自治会活動の奨励等に対する交付金８４万円が主な内容

です。 

 

 ○難視聴対策に要する経費               １２０万円 

・幌延テレビ中継局の管理に要する経費５７万円、遠別民放ラジオ中継

局設備の管理に要する負担金６３万円が主な内容です。 

 

 ○広報誌の発行に要する経費              ４２９万円 

・広報誌「ほろのべの窓」発行に３３７万円、広報誌配付等の事務に

対する委託料９２万円が主な内容です。 

 

 ○情報通信施設等の維持管理経費          ２，９１９万円 

・ＩＰ告知システムの運用に係る維持管理経費や、光回線

供給施設の管理経費です。 

 

 

 ○産業・地域振興センター運営事業         ２，４００万円 

・産業・地域振興センターの運営に係る維持管理経費です。 

 

 

 ○幌延テレビ中継局地上デジタル送信機更新事業   ４，５１０万円 

・テレビ中継局地上デジタル送信機更新に係る経費です。 

 

 

 

 

 

住民生活課 

地域対策係 

電話 5-1112 

内線 152,155 

総務企画課 

総務係 

電話 5-1111 

内線 122,123 

     124,125 

   127 

総務企画課 

企画振興係 

電話 5-1114 

内線 222,223 

総務企画課 

企画振興係 

電話 5-1114 

内線 222,223 

総務企画課 

総務係 

電話 5-1111 

内線 122,123 

     124,125 

   127 
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 ○移住定住促進事業               ３，７５４万円 

・移住情報ＰＲ支援センター「ホロカル」の運営

管理費４２万円、移住促進住宅に係る維持管理

経費１１２万円、町内に民営賃貸住宅等を建設

する者に対する補助金２，２００万円、町内に

持家住宅を新築・増改築、取得する者に対する

補助金１，４００万円が主な内容です。 

 

 ○問寒別移住定住促進事業                ８１万円 

・問寒別地区の移住促進住宅に係る維持管理経費です。 

 

 

 ○空家等対策管理費                  ５２５万円 

・安心で安全な住環境や衛生環境を確保するため、老朽化した危険空

家等を除却する者に対する補助金５００万円が主な内容です。 

 

 ○移動科学館開催事業                 ４０４万円 

・例年、国（経済産業省）と幌延町の共催により開催している『おもし

ろ科学館』の屋外イベント開催経費４００万円が主な内容です。 

 

 ○エネルギー関連情報収集事業           １，４２８万円 

・エネルギー関連情報収集に関する事務補助員の人件費５５１万円、

町内の児童生徒を対象としたエネルギー関連施設見学会の開催費用

７００万円、深地層研究関連報告会参加旅費等１５８万円が主な内

容です。 

 

 ○深地層の研究等広報事業               ９０万円 

・深地層研究を広くＰＲすることを目的に広告掲載等に要する経費５

９万円、広報イベント（工作実験教室）開催経費３１万円が主な内

容です。 

 

 ○幌延地圏環境研究所支援事業             ３２４万円 

・幌延地圏環境研究所が行う研究を支援するため、事務職員 1 人分の

人件費相当額の補助金に要する経費です。 

 

 ○幌延町企業立地促進奨励事業             １００万円 

・町内に事業所等の新設を促進するため、事業所等の設置者に対する

奨励金に要する経費です。 

 

 

 

 

総務企画課 

企画振興係 

電話 5-1114 

内線 222,223 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

住民生活課 

地域対策係 

電話 5-1112 

内線 152,155  

総務企画課 

企画振興係 

電話 5-1114 

内線 222,223 
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 ○ふるさと応援推進事業                ８７４万円 

・ふるさと納税の返礼品等に要する経費で、報償費（返礼品）３５１

万円、返礼品の発送経費１６９万円、ふるさと納税返礼品サイト利

用経費１５９万円が主な内容です。 

 

 ○地域コミュニティ形成事業             ７９３万円 

・地域集落機能の維持に向けた取組に係る経費で、地域づくりビジョ

ン審議会の開催経費２５万円、関係人口ネットワーク創出に係る経

費３５８万円、人材獲得・育成支援業務経費１２２万円が主な内容

です。 

 

 ○集落支援活動運営事業              ２，５３４万円 

・集落支援員２人の人件費６９９万円、地域おこし協力隊３人の人件

費１，２７５万円、おためし地域おこし協力隊員や集落支援員活動、

研修講師等への謝礼１３９万円、地域おこし協力隊の活動に要する

経費等で２３８万円、集落支援員活動費への補助金４２万円が主な

内容です。 

 

 ○地域運営組織支援事業              ２，２４１万円 

・地域運営活動支援に係る委託料７５０万円、地域づくり人材支援事

業補助金６１４万円、地域運営組織運営経費支援交付金８７７万円

が主な内容です。 

 

③財政管理費                    ２，０７０万円 

 

 ○財政管理費                     ２１０万円 

・財務会計システムの保守点検委託料１０１万円、財務書類作成支援

業務委託料９７万円が主な内容です。 

 

 ○財務会計システム導入事業            １，８６１万円 

・現在使用している財務会計システムのサポートが終了するため、新

たに財務会計システムを導入する経費です。 

 

④財産管理費                    ５，２００万円 

 

 ○役場庁舎の維持管理に要する経費         ２，２２８万円 

・役場庁舎の維持管理費で、技術員の人件費４４１万円、燃料費１９

０万円、光熱水費１２０万円、庁舎環境衛生管理業務委託料８６２

万円が主な内容です。 

 

 

 

総務企画課 

財政係 

電話 5-1111 

内線 122,133 

134 

住民生活課 

地域対策係 

電話 5-1112 

内線 152,155 
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 ○職員住宅改修事業                １，１６６万円 

・老朽化の著しい職員住宅４戸の風除室の改修や不陸が著しい通路等の

改良を実施します。 

 

 ○職員住宅補修事業                １，０９６万円 

・老朽化の著しい職員住宅５棟１４戸の屋根や外壁の塗装補修及び住宅

内部の補修を実施します。 

  

⑤車両管理費                    ３６２万円 

 

 ○公用車両の運行管理に要する経費         ３６２万円 

・総務企画課管理車両５台の運行管理に要する修繕料１１１万円、燃

料費１２３万円、保険料２６万円が主な内容です。 

 

 

⑥企 画 費                    ３，４１４万円 

 

 ○公共交通対策に要する経費            １，５５０万円 

・沿岸バス㈱に対する生活交通路線等維持費補助金１，２８５万円、

ＪＲに対する町内の無人駅（３駅）維持管理業務委託料２１４万円、

宗谷本線調査・実証事業協議会への負担金１０万円が主な内容です。 

 

 

 

 

 

 

 ○まちづくり事業に対する補助金            ３００万円 

・個性的で活力あるふるさとの創生を図るため、産業・経済・福祉振

興事業、地域活動事業、生活環境整備事業、人材育成事業、イベン

ト等創造事業、町内会館整備・補修事業に対する補助金です。 

 

 

 ○協働のまちづくり活動支援事業に対する補助金     ２００万円 

・協働のまちづくりを実現するために、町民や町内団体等が実施する

まちづくりに資する地域活動、総合計画や総合戦略の推進に資する

活動等に対する補助金で、補助対象額によって補助率と限度額が設

定されています。 

 

 ○幌延町まち・ひと・しごと創生事業          ７８万円 

・地方創生の推進を図ることを目的に幌延町まち・ひと・しごと創生

会議の開催経費５５万円、地方創生研修会等参加旅費２３万円が主

な内容です。 

総務企画課 

企画振興係 

電話 5-1114 

内線 222,223 

総務企画課 

総務係 

電話 5-1111 

内線 122,123 

   124,125 

   127 

産業建設課 

公園住宅係 

電話 5-1116 

内線 254,255 
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 ○地域おこし協力隊運営事業              ８３万円 

・地域おこし協力隊募集フェアへの出店に要する経費です。 

 

 ○地域公共交通運営事業              １，１３９万円 

・無人駅の維持管理に要する経費３２４万円、地域デマンド交通運行

業務委託料６００万円が主な内容です。 

 

⑦支所及び出張所費                   ６４５万円 

 

 ○問寒別出張所の管理事務に要する経費         ６４５万円 

・事務補助員の人件費５３３万円、公用車管理経費４０万円が主な内

容です。 

 

⑧防犯対策費                       ２０万円 

 

 ○防犯対策に要する経費                 ２０万円 

・特殊詐欺等防止対策機器購入費に対する補助金４万円が主な内容で

す。 

 

⑨交通安全対策費                    ２２３万円 

 

 ○交通安全対策に要する経費              ２２３万円 

・交通安全指導員１４人の人件費１１５万円、交通安全指導

員の視察研修等に要する経費２５万円、交通安全推進協

議会補助金１９万円、児童の自転車乗車用ヘルメット購

入費に対する補助金７万円が主な内容です。 

 

 ⑵徴 税 費             ３，６２７万円（▲１８．２％） 

  

①税務総務費                    ３，６２７万円 

 

 ○税務人件費（３人）               ２，０５９万円 

・住民生活課職員（税務担当）の人件費で、給料１,０７９万円、職員

手当５４９万円、共済費４３１万円です。 

 

 ○町税の賦課・徴収に要する経費          １，５６８万円 

・町税の賦課・徴収に要する経費で、納税通知書等の印刷経費９４万

円、町税電算処理委託料３３９万円、総合行政システム改修業務委

託料４８９万円、標準準拠システム等使用料４３３万円が主な内容

です。 

 

 

問寒別出張所 

電話 6-5006 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

住民生活課 

税務住民係 

電話 5-1112 

内線 143，144 

住民生活課 

地域対策係 

電話 5-1112 

内線 152,155 
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 ⑶戸籍住民基本台帳費         ３，６３７万円（▲２８．９％） 

  

①戸籍住民基本台帳費                ３，６３７万円 

 

 ○住基人件費（1 人）                 ５５７万円 

・住民生活課職員（戸籍住民基本台帳担当）の人件費で、給料２７８

万円、職員手当１７４万円、共済費１０５万円です。 

 

 ○戸籍住民基本台帳事務に要する経費        ２，２２３万円 

・住民基本台帳ネットワークシステムやコンビニ交付システムに要す

る通信運搬費、手数料及び使用料１，１５２万円、裏書印字システ

ム機器更新業務委託料１０５万円、宗谷５町村戸籍システム共同利

用負担金７１１万円が主な内容です。 

 

 ○社会保障・税番号システム整備事業          ５１３万円 

・旧氏及び旧氏の振り仮名表記等に係る住民記録システムの改修、戸

籍附票システムの改修及びコンビニ交付システムの改修を実施しま

す。 

 

 ○標準準拠システム移行事業             ３４３万円 

・基幹系システムの標準化・共通化に向けて、戸籍・戸籍附票システ

ムの標準化対応に係る改修を実施します。 

 

 ⑷選 挙 費                ６７４万円（３５．４％） 

  

①知事・道議会議員選挙費                ２０３万円 

 

 ○知事・道議会議員選挙費              ２０３万円 

・令和９年４月執行予定の同選挙に要する経費です。 

 

②町長選挙費                   ４３９万円 

 

 ○町長選挙費                  ４３９万円 

・令和８年１１月執行予定の同選挙に要する経費です。 

 

 ⑸統計調査費                ３２万円（▲９０．０％） 

  

①統計調査費                      ３２万円 

 

 ○統計調査に要する経費                ３２万円 

・今年度は、学校基本調査、経済センサス（活動調査準備・調査区管

理）が行われます。 

総務企画課 

企画振興係 

電話 5-1114 

内線 222,223 

住民生活課 

税務住民係 

電話 5-1112 

内線 145,146 

選挙管理委員

会事務局 

電話 5-1111 

内線 122,123 

     125,127 



 - 10 - 

■３款 民 生 費         ９億３，０３７万円（４．７％）■ 

 

 ここに含まれる経費は、地域福祉の推進、高齢者、障がい者及び児童等の福

祉に要する経費が計上されています。 

 

 ⑴社会福祉費            ６億９，６５１万円（６．７％） 

  

①社会福祉総務費                ３億４，４７６万円 

 

 ○社会福祉人件費（４人）             ３，２４７万円 

・保健福祉課及び住民生活課の一部の職員４人の人件費で、内訳は給

料１,５８７万円、職員手当９７０万円、共済費６９０万円です。 

 

 ○幌延町社会福祉協議会への補助金           ６６６万円 

・社会福祉法人幌延町社会福祉協議会の事務局長人件費６６６万円を

補助します。 

 

 ○外国人介護福祉人材育成支援協議会への負担金・補助金 １，４８２万円 

・外国人留学生への奨学金等の支援事業や介護福祉

施設等とのマッチング事業などの活動を実施す

る外国人介護福祉人材育成支援協議会への負担

金２万円、留学生一人あたり年３７０万円の奨学

金の支援に要する経費です。 

 

 ○北海道総合在宅ケア事業団への負担金          ７０万円 

・介護サービスの充実化を図るため、訪問看護事業を実施する北海道

総合在宅ケア事業団への負担金７０万円です。 

 

 ○新婚生活応援事業              １５０万円 

・経済的な理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、一世帯あた

り３０万円を上限に新婚生活を支援する経費です。 

 

 ○婚活支援事業                １６８万円 

・少子化対策として独身男女の出会いの場の提供など、婚活

イベントの開催経費１６８万円です。 

 

 

 ○冬の生活応援事業              ２８８万円 

・高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯の低所得者世帯に対し、

基準日に幌延市街地における灯油店頭販売税込単価が８０円以上の

場合に、冬季暖房用燃料の購入費の一部を助成する事業です。 

保健福祉課 

社会福祉係 

電話 5-1113 

内線 163,164 
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 ○市民後見人制度推進事業            ８１５万円 

・市民後見人養成研修修了者を対象にフォローアップ研修の実施や、

啓発活動や権利擁護に関する業務を、幌延町社会福祉協議会が運営

する『幌延町成年後見支援センター』に業務委託する経費です。 

 

 ○国民健康保険特別会計への繰出金         ２，９２１万円 

・国民健康保険の財政基盤を安定させるため、一般会計からの繰出金

で、内訳は保険基盤安定分１，３５９万円、人件費等充当分１，１

４１万円、財政安定化支援事業分９３万円、未就学児均等割保険料

負担金２８万円、保健事業３００万円です。 

 

 ○国民健康保険診療所特別会計への繰出金   ２億３，５９７万円 

・国民健康保険診療所に対して、診察料等の収入で補えない運営費と

して２億２，３４０万円、医療機器等整備の臨時的な事業の財源と

して１，２５７万円を一般会計から繰出します。 

 

 

 ○高齢者等交通費助成事業              ８２６万円 

・高齢者等に対するハイヤーの利用助成に要す

る経費です。 

 

 

 

 

②老人福祉費                  ２億５，７２７万円 

 

 ○後期高齢者医療特別会計への繰出金等       ３，５２４万円 

・７５歳以上を対象とした後期高齢者医療制度は、北海道の市町村が

加入する広域連合が運営主体です。一般会計から後期高齢者医療特

別会計へ繰出金３，２３８万円（事務費分８１万円、療養給付費負

担分２，１３７万円、保険基盤安定分１，０２０万円）を繰出しま

す。また、広域連合へ事務費負担金２８６万円を納付します。 

 

 

 ○介護保険特別会計への繰出金           ７，３５５万円 

・保険事業勘定の繰出金として、介護保険給付費分２，７５９万円、

地域支援事業分３４５万円、低所得者保険料軽減事業分２１１万円、

職員給与費（３人分）１，８８０万円及び事務費等９２０万円で合

計６，１１５万円を一般会計から繰出します。 

・介護サービス事業勘定では、介護支援専門員（２人分）の人件費等

から計画作成料を控除した額１，２４０万円を一般会計から繰出し

ます。 

 

 

保健福祉課 

包括支援係 

電話 5-1790 

内線 178,179 

保健福祉課 

社会福祉係 

電話 5-1113 

内線 163,164 

保健福祉課 

社会福祉係 
居宅介護支援係 

電話 5-1113 

内線 163,164 

   176,177 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

住民生活課課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

国保診療所 

事務局 

電話 5-1221 
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 ○長寿まつりの開催に要する経費           １６１万円 

・長寿を祝う『長寿まつり』を開催しています。

75 歳以上の方に案内し、喜寿（満 77 歳）、

米寿（満 88 歳）及び白寿（満 99 歳）の節

目にお祝い金を贈呈します。 

 

 ○高齢者生活支援事業                 ６４９万円 

・高齢者の介護予防を推進し、自立した生活を確保できるよう、除雪  

サービスや給食サービス等の生活に必要な支援を行います。 

 

 

 ○ホームヘルプサービス支援事業補助金       ２，１３４万円 

・幌延町社会福祉協議会が運営する訪問介護事業所にお

ける収支不足分２，１３４万円を補助します。 

 

 

 

 ○緊急通報システムに要する経費            １１０万円 

・緊急事態に対処するため、高齢者の単身世帯等に緊急通報システム

を貸与します。今年度は１７台の運用を予定しています。 

 

 ○老人クラブへの補助金                 ３２万円 

・幌延町老人クラブ連合会及び各地区の単位老人クラブの活動に対す

る補助金です。 

 

 ○こざくら荘支援事業            １億１，４０８万円 

・幌延福祉会が運営するこざくら荘の運営費に対して１億０，２７０万

円、エアコン設置に対して１，１３８万円を補助します。 

 

 ③障害者福祉費                   ９，２９６万円 

 

 ○障害者介護給付・訓練等給付費          ６，９７２万円 

・障害者（児）の支援に要する給付費で、内訳は施設支援１，６１５万

円、居宅支援４,７５６万円、障害者補装具１００万円、障害児通所

支援３５３万円、計画相談支援１４８万円となっています。 

 （負担割合は、国が１／２、道が１／４、町が１／４で、町の負担額

は１，７４３万円です。） 

 

 ○心身障害者等通院交通費助成事業           ４７万円 

・心身障害者（児）が道内の医療機関や通所施設等への通院に要する

交通費及び宿泊費を助成します。 

 

 

保健福祉課 

社会福祉係 

電話 5-1113 

内線 163,164 



 - 13 - 

 ○重度心身障害者医療給付に要する経費         ４６６万円 

・重度心身障害者医療給付費３０６万円、医療費助成システム使用料

１４７万円が主な内容です。 

 

 ⑵児童福祉費            ２億３，３８６万円（▲１．０％） 

  

①児童福祉総務費                  １，６０２万円 

 

 ○放課後児童クラブ運営事業            １，０２０万円 

・幌延放課後児童クラブ運営協議会が運営している『放課後児童クラ

ブ』に対して、町では放課後児童指導員等５人を雇用し、運営をサ

ポートします。 

 

 ○出産祝金及び養育手当支給事業            ５７４万円 

・子育て家庭の育児支援強化を図るため、満１歳になるま

で養育手当として月額１万６千円を支給し、第 2 子以

降を出産した場合に出産祝金を支給します。 

 ☆出産祝金 

  第２子：１５万円、第３子：３０万円、第４子：５０万円、 

  第５子以降：１００万円 

 

②児童措置費                    ４，７９５万円 

 

 ○児童手当支給に要する経費            ４，７９５万円 

・家庭等の生活の安定を図り、次世代の社会を担う児童生徒の健全な

育成を促進する観点から、高校生年代修了までの児童生徒を対象に、

児童手当を支給する制度です。（一般町民分４，０９０万円、町職員

分７０５万円）支給月は、原則、４・６・８・１０・１２・２月に２

ヶ月分を支給します。 

 

③母子福祉費                    １，０７２万円 

 

 ○ひとり親家庭及び子ども医療給付費に要する経費  １，０７２万円 

・高校生までの医療費（入院・通院・調剤）について、全額を給付対象

としています。 

 

④児童福祉施設費                 １億５，９１７万円 

 

 ○児童福祉施設人件費（１１人）          ８，３２７万円 

・認定こども園９人、子育て支援センター１人及び問寒別へき地保育

所１人の人件費で、内訳は給料４，１７１万円、職員手当２，３９

９万円、共済費１，７５７万円です。 

 

保健福祉課 

社会福祉係 

電話 5-1113 

内線 163,164 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 
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 ○認定こども園の運営に要する経費         ６，１０７万円 

・認定こども園の運営経費で、保育補助

員等の人件費３，６０９万円及び児童

の給食材料、教材等の需用費１，１３

１万円が主な内容です。 

 

 

 

 

 ○問寒別へき地保育所の運営に要する経費       ７０８万円 

・問寒別へき地保育所の運営経費で、保 

育補助員等の人件費４５９万円及び児 

童の教材や、光熱水費等の需用費１２ 

３万円が主な内容です。 

 

 

 

 ○子育て支援センターの運営に要する経費        ５３２万円 

・子育て支援センターの運営経費で、保育補助員の人件費４７９万円

及び子育て支援講習会等の開催経費３１万円が主な内容です。 

 

 ○ファミリー・サポート・センター運営事業        １２万円 

・ファミリー・サポート・センターの運営経費で、事業に伴う保険料

７万円や子育て研修会の開催経費３万円が主な内容です。 

 

 ○認定こども園補修事業                １９８万円 

・電気暖房システムの補修、老朽化が著しい玄関扉の補修及び外周フェ

ンスの塗装・補修を実施します。 

 

■４款 衛 生 費         ４億３，５５３万円（▲１．９％）■ 

 

 ここに含まれる経費は、住民の健康増進、生活環境の保持のための、保健衛

生費、一般廃棄物処理費負担金等の経費が計上されています。 

 

 ⑴保健衛生費             ２億１，２６７万円（▲１．５％） 

  

①保健衛生総務費                ９，４８０万円 

 

 ○保健衛生人件費（９人）           ６，０６２万円 

・保健福祉課及び住民生活課の一部の職員９人の人件費で、内訳は給

料３，２７１万円、職員手当１，４９４万円、共済費１，２９７万円

です。 

認定こども園 

電話 5-1254 
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 ○公衆浴場（憩いの湯）の運営に要する経費    ２，５８４万円 

・公衆浴場（憩いの湯）の運営経費で、管理員等の人件

費で１，１５１万円、燃料費、光熱水費等の需用費で

１，３０３万円などが主な内容です。 

 

 

 

 ○患者輸送車両運行に要する経費            ６８０万円 

・問寒別・幌延間を月曜日から土曜日（祝日を除

く）まで１日１往復、幌延・下沼方面の火・金

曜日の週２回等を運行する患者輸送車両運行

業務委託料６８０万円が主な内容です。 

 

 

 

 ○幌延町医療職員養成修学資金貸付事業         １２０万円 

・医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健

師、助産師、看護師又は准看護師を養成する学校又は

養成所に在学する方で、将来、町の職員として医療業

務に従事しようとする方に対し、その修学に必要な資

金を貸付けし、医療業務に従事する優秀な町職員の育

成を図ることを目的に実施しています。 

 

②予 防 費                  ２，３６６万円 

 

 ○予防接種に要する経費            ２，３５７万円 

・５種混合、２種混合、ＭＲ（麻しん、風しん）、ＢＣＧ、ヒブ感染症、

小児肺炎球菌、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌（６５歳）、インフルエ

ンザ（６５歳以上等）、新型コロナ（６５歳以上等）、日本脳炎、Ｂ型

肝炎、ロタリックス及び帯状疱疹の定期予防接種や、急性耳下腺炎、

インフルエンザ（中学生以下）、高齢者肺炎球菌（６６歳以上の定期

対象外）、新型コロナ及び帯状疱疹の任意予防接種に関する費用が主

な内容です。 

 

③保健推進費                    ２，３５８万円 

  

 ○母子保健に要する経費                ７４５万円 

・子どもの成長等を確認するための乳幼児健診、子育

てを支援するための相談会や産後ケア事業などに

要する経費のほか、妊産婦健康診査料や不妊治療

費、新生児の聴覚検査等に対する助成を実施して

います。 

 

保健福祉課 

社会福祉係 

電話 5-1113 

内線 163,164 

保健福祉課 

保健推進係 

電話 5-1790 

内線 172,173 

174,175 

保健福祉課 

保健推進係 

電話 5-1790 

内線 172,173 

     174,175 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 
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 ○保健推進に要する経費              １，３９１万円 

・健康運動教室開催に係る委託業務など健康増進計画事業の実施や特

定健康診査、早期発見のためのがん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳・

前立腺）、骨粗しょう症検診等に要する経費です。 

 

 

 ○妊婦のための支援給付事業（出産・子育て応援事業）  ２２２万円 

・妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニ

ーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、経済的支援を

一体的に実施する経費で、一人あたり５万円の妊婦のための支援給

付金１７５万円が主な内容です。 

 

④環境衛生費                      ７０８万円 

 

 ○環境衛生管理に要する経費              ５９３万円 

・墓地、斎場の管理運営に要する経費で、墓地管理経費４１万円、斎

場管理委託料４０８万円及び霊柩車利用支援補助金６０万円が主な

内容です。 

 

⑤保健施設費                    ６，３５５万円 

 

 ○保健センターの維持管理に要する経費         ４４９万円 

・保健センターの維持管理に要する経費で、修繕料、燃料費、光熱水

費等の需用費２８４万円、保健センター等施設管理委託料１１５万

円が主な内容です。 

    

 ○歯科診療所の管理運営に要する経費        ５，９０６万円 

・歯科診療所の管理運営に要する経費で、診療業務委

託料５,２３２万円、老朽化した診療機器の更新６４

１万円が主な内容です。 

 

 

 ⑵清掃費                 ９，８９１万円（▲０．５％） 

  

①じん芥処理費                   ７，１２１万円 

・ごみ処理に係る西天北五町衛生施設組合への負担金です。 

 

②し尿処理費                    ２，７７０万円 

 

・し尿処理に係る西天北五町衛生施設組合への負担金です。 

 

 

保健福祉課 

保健推進係 

電話 5-1790 

内線 172,173 

174,175 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

保健福祉課 

保健推進係 

電話 5-1790 

内線 172,174 

175,176 
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☆西天北五町衛生施設組合への負担金９，８９１万円とは？ 

・西天北五町衛生施設組合は、ごみ及びし尿を処理するた

め、幌延町、豊富町、天塩町、遠別町、中川町の 5 町が

共同で設立した組合です。 

 運営費は、5 町からの負担金で賄われています。令和８

年度予算の主な歳出は、人件費３，１８３万円、普通建

設事業費１億３，５６５万円、施設管理経費等５億０，２９７万円

で、合計７億１，０９７万円です。 

 

 

 ⑶上水道費             １億２，３９６万円（▲３．８％） 

 

 

 

 

①簡易水道費                  １億２，３９６万円 

 

○簡易水道事業会計への補助金          １億２，３９６万円 

・簡易水道事業会計の健全化を促進するとともに、経営基盤強化を図るた 

め、収益的収支分９，５２７万円、資本的収支分２，８６９万円を補助

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業建設課 

上下水道係 

電話 5-1116 

内線 256,257 
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■６款 農林水産業費       ７億３，０７５万円（▲１３．６％）■ 

 

 ここに含まれる経費は、農業委員会、農業対策の事務組織等の一般的行政経

費、農業振興指導に関する事項で畜産物の生産、農業土木、畜産振興及び林業

に関する経費です。 

 

 ⑴農業費              ６億２，０４９万円（▲１６．８％） 

  

①農業委員会費                     ８７０万円 

 

 ○農業委員会の管理運営に要する経費          ８７０万円 

・農業委員９人の報酬２１１万円、事務補助員の人件費４９１万円が

主な内容です。 

 

②農業振興費                  １億８，１３９万円 

 

 ○農業振興対策人件費（６人）            ４，２５１万円 

・農業委員会事務局、産業建設課の一部の職員６人の人件費で、内訳

は給料１，９５３万円、職員手当１，３９４万円、共済費９０４万

円です。 

 

 ○農業振興対策に要する経費              １４２万円 

・酪農家の経営の安定や改善のため、負債償還に対する利子補給費の

内訳は、農業経営基盤強化資金１万円、大家畜特別支援対策事業５

３万円、畜産経営維持緊急支援事業２万円、畜産経営改善緊急支援

事業５万円及び酪農・肉用牛担い手緊急支援対策事業１１万円で

す。このほかに、幌延町鳥獣被害対策実施隊委員に係る経費２４万

円、農業振興地域管理システム保守業務委託料２２万円が主な内容

です。 

 

 ○幌延町強い農業・担い手づくり支援事業      ３，０００万円 

・次世代に向けた生産基盤の再整備、環境に配慮した持続可能な生乳・

肉用牛生産を図るため、生産施設の補修及び機械設備の更新に要する

経費の1／2（上限５００万円）を補助します。 

 

 ○中山間地域等直接支払事業            ７，４０２万円 

・中山間地域等において、耕作放棄地の発

生防止と農業の持つ多面的機能の維持増

進を目的に実施しています。今年度は、

対象面積４，９３０ha、対象農家６１ 

戸、対象集落１集落を予定しています。 

 農業委員会 

事務局 

電話 5-1115 

内線 232,244 

産業建設課 

農業振興係 

電話 5-1115 

内線 242,243 

   244 
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 ○担い手対策事業                    ５０万円 

・農業実習生対策、農村花嫁対策及び就農支援対策の推進等

を実施する幌延町酪農担い手育成センターへの負担金で

す。 

 

 ○多面的機能支払事業                 ７５９万円 

・排水路等の土砂除去や施設の軽微な補修など、農地維持を目的に実

施しています。今年度は、対象面積５，４８９ha、対象農家６９戸

を予定しています。 

 

○幌延町新規就農者支援事業              ２８４万円 

・町内で新たに酪農を営もうとする者に対して、新規就農者経営自立

安定補助金を交付します。 

 

○農業次世代人材投資事業               １５０万円 

・次世代を担う農業者となることを志向する青年に対して、農業次世

代人材投資資金を交付します。 

 

 ○農業支援員活動事業               １，９０１万円 

・農業経営の第三者継承を希望する地域おこし協力隊を農業支援員と

して受入れ、今年度は、３人の地域おこし協力隊員（新規就農２名

と雇用就農１名）が実施する農作業支援活動等に要する経費です。 

 

 ○幌延町農業経営継承奨励事業             ２００万円 

・農業を営む経営体が後継者へ経営を継承する場合に後継者に対し

て、農業経営継承奨励金を交付します。 

 

③畜産業費                     ９，１８４万円 

 

 ○町営草地の管理運営に要する経費         ７，１１２万円 

・㈲幌延町畜産振興公社正職員５人及

び臨時職員３人の人件費や草地の

管理に必要な経費の支出合計７，１

４４万円から自主財源１２９万円

を差し引いた額７，０１５万円を委

託料として計上しています。 

その他、町営草地運営委員に係る経

費６万円や施設の火災、自動車保険

料５４万円及び自動車重量税１６万円が主なものです。 

 

 

 

産業建設課 

農業振興係 

電話 5-1115 

内線 242,243 

   244 
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 ○酪農の経営基盤強化のための補助金        １，２４５万円 

・酪農家の経営基盤強化のための各種事業に対して補助します。 

 酪農ヘルパー事業への補助金６８０万円、畜産共進会出陳経費の補

助金４４万円、乳牛検定組合事業への補助金３１０万円、生乳成分

検査事業に対する補助金８１万円及び家畜伝染病救済対策互助会

への補助金１３０万円です。 

 

○幌延町草地生産性向上対策事業            ７９６万円 

・自給粗飼料の生産・利用拡大を促進することにより、飼料費の低減に

よる経営の安定化を図るため、草地改良・草地更新に係る牧草種子購

入経費の1／2を補助します。 

 

④農道整備費                       ５５万円 

 

 ○私道除雪対策事業                   ５５万円 

・私道延長１００ｍ以上の農家等に除雪経費の1／2を補助します。

対象戸数は９戸、除雪延長１，７９０ｍです。 

 

⑤草地開発費                    ３，５４４万円 

 

 ○町営草地幌延団地管理事業            ３，５４４万円 

・幌延地区国営草地開発事業で実施した町営草地幌延団地の利用組合

に対する牧草収穫業務の委託料です。委託料は、幌延西サロベツ利

用組合１，２３９万円（１２８．７４ha）、下沼南利用組合１，１

３２万円（１１７．６２ha）、下沼北利用組合１，１７３万円（１

２１．８７ha）で、利用組合に対する乾草売払収入が財源です。 

 

⑥農地開発費                  ２億２，２６０万円 

 

 ○かんがい排水施設管理に要する経費          ４５７万円 

・幌進地区国営かんがい排水事業で整備した施設の管理経費で、修繕

料、光熱水費等の需用費２８７万円、監視機器の通信費、施設管理

に係る手数料等の役務費６５万円、測定機器保守管理業務委託料５

８万円、水源施設の維持管理に係る重機等借上料４７万円が主な内

容です。 

 

 ○農業施設補修事業                  ２００万円 

・地域活動団体等が、農業施設の維持補修等を実施した場合の経費を

助成します。 

 

産業建設課 

農業振興係 

電話 5-1115 

内線 242,243 

     244 

産業建設課 

農業振興係 

電話 5-1115 

内線 242,243 

   244 
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 ○問寒別地区農業用水道施設改修事業      １億６，０１５万円 

・問寒別地区道営畑地帯総合整備事業において整備した、農業用水道

施設管路に接続する配水管等を整備します。 

 平成３１年度から令和９年度までの９年計画で、今年度は配水管等布

設工事、水道メーター設置工事及び浄水場等施設のフェンス設置工事

を実施します。 

 

○上幌延開進地区農業用水道施設改修事業      ５，０９７万円 

・上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業において整

備した、農業用水道施設管路に接続する配水管等を

整備します。 

 平成３０年度から令和８年度の９年計画で、今年度

は管路図整備業務及び水道メーター設置工事を実施

します。 

 

⑦地籍調査費                    ３，０３９万円 

 

 ○地籍管理に要する経費                １４３万円 

・地籍調査の成果を適正に管理するため、地籍電算機等保守管理委託

料１１６万円が主な内容です。 

 

 ○幌延町地図情報更新事業             ２，８９６万円 

・令和６年度から令和８年度の３年計画で地図情報システムの更新を

行います。なお、今年度は市街地空中写真撮影、デジタルオルソ画

像作成、地形図データ作成及びシステムハードの更新を実施しま

す。 

 

⑧辺地整備事業費                  ４，９５７万円 

 

 ○農業用水道の管理に要する経費           ５７７万円 

・農業用水道施設の修繕等の維持管理に要する経費です。 

 

 ○農業用水道施設改修事業               ２７９万円 

・音類地区の専用水道施設に配水流量計設置工事を実施します。 

 

 ○下沼地区専用水道取水施設整備事業       ４，１０１万円 

・下沼地区専用水道施設について、取水施設の老朽化等により取水量

が著しく低下していることから、新たに取水施設を設置します。 

 

  

 

 

 

農業委員会 

事務局 

電話 5-1115 

内線 232,233 

産業建設課 

上下水道係 

電話 5-1116 

内線 256,257 
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 ⑵林業費               １億１，０２６万円（１１．１％） 

  

①林業振興費                    ６，７８４万円 

 

 ○林業振興人件費（１人）               ７４７万円 

・産業建設課職員（林政担当）の人件費で、内訳は給料３４１万円、

職員手当２６３万円、共済費１４３万円です。 

 

 ○有害鳥獣駆除に要する経費            １，９３１万円 

・エゾシカ、アライグマ等有害鳥獣駆除のための対策経費です。経費

の内訳は、有害鳥獣駆除の委託料１，２０６万円、死体処理手数料

４５３万円、捕獲用箱わな修繕等６万円、クマ用罠等購入費２０３

万円です。 

 また、狩猟免許取得費用に対する補助として、一人あたり２０万円

を上限に有害鳥獣捕獲担い手育成支援を実施します。 

 

 ○民有林整備支援事業               １，１１２万円 

・民有林の計画的な造林促進を図るため、下刈、保育間伐及び間伐等

に要する経費に対して補助します。 

 

 ○森林整備促進事業                 ９４６万円 

・森林資源の効率的な活用に向けて、森林の現状把握調査を実施し、

民有林整備の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 ○新生児誕生記念木製品贈呈事業             ４２万円 

・新生児への誕生記念品として、ミズナラ端材を活用した木製加工品の

制作に要する経費です。 

 

②造林費                      ２，２７６万円 

 

 ○造林事業に要する経費                ２７９万円 

・町有保安林内集材路の維持作業や森林保険に要する経費です。 

 

 ○豊かな森づくり推進事業               ８９１万円 

・豊かな森づくり推進事業は、伐採跡地や未立木地の植栽２９．３７

haに対する補助金８９１万円です。 
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 ○町有林整備事業                 １，１０６万円 

・町有林の整備は、下刈等保育２２．５０ha、保育間伐及び枝打ち１

０．９７ha及び殺鼠剤空中散布２２．５０haを実施します。 

 

③林道費                       １，９６６万円 

 

 ○林道維持に要する経費               ４７６万円 

・林道の維持補修に要する経費です。 

 

 ○林道北幌延線道路改良事業            １，４８９万円 

・令和７年４月に陥没が発生した道路横断管を補修します。 

 

■７款 商 工 費         ２億９，４３２万円（３０．８％）■ 

 

 ここに含まれる経費は、商工業の振興、観光施設の管理、観光イベント事業

等の経費が計上されています。 

 

 

 

 

 

⑴商工費               ２億９，４３２万円（３０．８％） 

 

①商工振興費                  １億３，１２８万円 

 

 ○商工振興人件費（２人）              １，７２９万円 

・産業建設課職員（商工観光担当）の人件費で、内訳は給料７９７万円、

職員手当５８２万円、共済費３５０万円です。 

 

 ○幌延町商工業振興対策事業に対する補助金     ２，６４１万円 

・幌延町商工会育成事業として、１，３２１万円補助します。内訳は

経営指導員等人件費分１，２８１万円、事務費等分４０万円です。 

・幌延町商工業応援スタンプラリー事業として、１００万円を補助し

ます。 

・地域内消費拡充プレミアム商品券発行事業として、

１，１４０万円を補助します。 

・幌延町商工業経営安定対策事業として、３０万円を

補助します。 

・商工業経営支援資金利子補給事業として、５０万円

を補助します。 

 

 ○幌延町中小企業融資事業             ３，０００万円 

・商工会員の事業振興に資する資金貸付で、商工会員は預託金の 3倍

までの融資枠を利用できます。預託先は稚内信用金庫です。 

 

 

産業建設課 

商工林政係 

電話 5-1115 

内線 245,246 

   247 
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 ○幌延町商工業等振興促進事業            ２，０００万円 

・商工業者等が実施する施設の新設、改修、取得及び設備備品、宿舎

等の取得及び改修並びに施設及び宿舎等の外構工事に対する補助

金です。 

 

 ○幌延町商工業経営基盤強化支援事業       １，７００万円 

・商工業者等が経営基盤強化のため実施する機械設備、ソフトウェア

等の購入に対する補助金です。 

  

 ○幌延町商工業人材育成促進事業            ６０万円 

・商工業者等の人材育成に要する費用（従業員の資格取得等）に対す

る補助金です。 

 

 ○幌延町商工業雇用支援事業               ８２０万円 

・商工業者等が事業拡大等により、新たな常用労働者を雇用した場合

に、雇用奨励金を交付します。 

 

 ○幌延町商工業事業承継奨励事業            ２００万円 

・町内で商工業を営む事業者から、経営を引継ぎ、新たに事業を経営す

る後継者に対して、商工業事業承継奨励金を交付します。 

 

 ○幌延町新規開業スタートアップ支援事業        ８６０万円 

・町内で新たに開業または事業継承による事業継続を図るため、事業運

営等の経費に対する補助金です。 

 

○町内事業所等就業奨励事業               ５６万円 

・町内事業所等の就業者に対して、奨学金の返還支援金を交付します。

また、町内事業所等の新卒の就業者に対して、就職奨励金を交付しま

す。  

 

②観光費                     １億６，３０４万円 

 

 ○観光施設の維持管理及び観光振興に要する経費     ７９４万円 

・観光施設の維持管理に要する経費の主な内容は、名山台展望公園施

設清掃等委託料２５９万円、ビジターセンター管理人の人件費等１

６２万円のほか、観光振興を目的に加盟している各種団体の負担金

２万円です。 

 

 ○トナカイ観光牧場の庭園・圃場管理に要する経費    ５９４万円 

・トナカイ観光牧場の庭園及び圃場管理に要する作業員の人件費、肥

料、花の苗購入費などが主な内容です。 
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 ○トナカイ観光牧場管理委託事業           ２，６３３万円 

・指定管理者の㈱幌延町トナカイ観光牧場に、トナカイ観光牧場の施

設管理業務を委託しています。収支計

画は、トナカイ貸出や花販売等の収入

１，６９３万円、施設管理経費等の支

出４，３２６万円で、差引２，６３３

万円の収支不足が見込まれるため、不

足分を委託料として支出します。 

 

 ○各種イベントに要する経費              ８０９万円 

・第５３回ほろのべ名林公園まつり開催に要する経

費は６９３万円です。8 月の第 2 土・日曜日に開

催を予定しています。 

・クリスマス関連イベントの開催に要する経費は１

１６万円です。トナカイホワイトフェスタは１２

月中旬の日曜日に開催を予定しています。 

 

 ○トナカイ観光牧場改修事業            ６，０５４万円 

・トナカイ観光牧場の管理棟入口等の舗装の改修、屋外排水設備の改修

及び管理人住宅を改修します。 

・トナカイ観光牧場において、近年の気温上昇など環境変化による体調

不良に対応できるよう育成舎の新設をするとともに、暑い夏でもトナ

カイを鑑賞できるよう避暑地を新設します。 

・トナカイ観光牧場の維持管理用車両機械を格納する施設を新設しま

す。 

・トナカイ観光牧場の高圧受電設備の老朽化に伴い、キュービクル設備

等を更新します。 

 

○幌延町観光ＰＲ促進事業               ３５８万円 

・観光ＰＲに要する経費で、ガイドブックの増刷に要する経費４９万

円、町の魅力を再発見してもらうため、今年度に限り幌延町カレンダ

ー制作に要する経費５５万円、町外へのＰＲや各種催事用に使用する

ノベルティの制作に要する経費４７万円、包括連携協定を締結してい

る団体による町の観光ＰＲに要する経費６０万円が主な内容です。 

 

 ○幌延町観光協会育成事業               １２２万円 

・幌延町観光協会は、観光事業の振興に取り組んでおり、加盟団体の

負担金３０万円及びサロベツ太鼓・問寒別盆踊りに対して３５万円

を補助するとともに、観光大使活動費として５７万円を補助しま

す。 

 

 

 

産業建設課 

商工林政係 

電話 5-1115 

内線 245,246 

   247 
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 ○スノーカイト大会誘致事業               １０万円 

・スノーカイト大会の継続的な開催に向けて、体験会や大会運営費用

の一部を補助します。 

 

 ○幌延町・豊富町広域観光促進事業           １００万円 

・両町による広域観光促進や観光情報発信及びＰＲ強化を目的に活動

する幌延町・豊富町観光促進協議会への負担金です。 

 

 ○食ブランド創出事業                 ２４２万円 

・特産品の創出に向けて、地場食材の活用方法の調査及び試作を実施

します。 

 

 ○商工観光振興支援活動事業            ４，５９０万円 

・商工観光振興の促進を図るため、現状５人に

加え、新たに１人の地域おこし協力隊を採用

し、商工会と連携を強化するとともに、観光

情報の発信など地域おこし協力隊の活動費が

主な内容です。 

 

 

 

■８款 土 木 費        １１億６，８１７万円（▲２．６％）■ 

 

 ここに計上された経費は、土木管理関係、土木共通事務等に要する経費及び

道路橋梁費、河川費、都市計画費及び住宅管理費等です。 

 

 ⑴土木管理費               ５，５２７万円（２０．１％） 

  

①土木総務費                    ５，５２７万円 

 

 ○土木総務人件費（６人）              ３，９７２万円 

・産業建設課職員（公営住宅、上下水道担当を除く。）の人件費で、内

訳は給料１，７９９万円、職員手当１，３３６万円、共済費８３７

万円です。 

 

 ○土木行政に要する経費              １，５５６万円 

・土木行政一般に要する経費で、土木技術職員の人件費１，０３８万

円、公用車管理経費８９万円、大型複写機や土木積算システム等の

借上料や使用料７４万円、道路台帳補正委託料２５４万円が主な内

容です。 

 

 

産業建設課 

管理係 

電話 5-1116 

内線 253 
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 ⑵道路橋梁費            ６億５，１８１万円（▲２４．２％） 

  

①道路維持費                  ４億０，７８５万円 

 

 ○町道一般補修に要する経費          １億１，８００万円 

・道路維持車両管理費等     ４８３万円 

・道路標識取替等        ２８３万円 

・道路横断管修繕料      ３，０７３万円 

・管渠清掃業務        １，０００万円 

・道路維持管理業務      ５，８１１万円 

・車両借上料          ３９９万円 

・道路維持補修用材料費     ７５１万円 

 

  ○町道除雪に要する経費            １億８，９４６万円 

・除雪車両維持管理費等             ２，１４７万円 

・幌延地区（76路線 除雪 63,843m 排雪 12,614m） １億１，１８２万円 

・問寒別地区（27路線 除雪 38,990m 排雪 2,459m）   ３，５２８万円 

・道道浜里下沼線（除雪 8,600m）            ５７０万円 

・町道雄興４号線（除雪 300m）            ３３万円 

・除雪車運行管理システム運用              ２４３万円 

・防雪柵設置撤去：幌延地区（7 路線 1,598.1m）  １，２４３万円 

 

 ○町道補修に要する経費               １，９８０万円 

・町道区画線補修事業     ４８５万円 

  実線延長5,000ｍ、破線延長4,800ｍ 

・町道舗装補修事業    １，４９５万円 

  道路・橋梁段差補修（オーバーレイ舗装820㎡、打換え500㎡） 

 

 ○問寒別除雪センター補修事業           ６，４５５万円 

・外壁、外部サッシ、車庫床、グレーチング改修、電灯設備等の改修

及び給排水設備等の改修を実施します。 

 

 ○問寒別公共施設排水改良事業           １，６０４万円 

・問寒別へき地保育所と問寒別診療所の間にある排水について、滞水

を解消するため改良工事を実施します。 

 

 

産業建設課 

建設係 

電話 5-1116 

内線 262,266 
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 ②橋梁維持費                    ２，７７０万円 

 

 ○橋梁維持に要する経費                ５９８万円 

・橋梁の簡易的な補修や点検時等に判明した損傷部分を簡易的な補修 

で速やかに対応するための修繕料５００万円が主な内容です。 

 

 ○橋梁点検事業                  ２，１７３万円 

・近接目視点検（３巡目～ 橋梁定期点検９１橋） 

・本年度実施橋梁２１橋 ※翌年度以降も継続実施 

・塗膜調査１３橋 

 

③橋梁新設改良費                ２億１，６２６万円 

  

 ○橋梁長寿命化改修事業            ２億１，６２６万円 

・橋梁改修工事 

問寒橋（問寒中問寒線） 橋長 115.50ｍ 有効幅員5.5ｍ 

修水橋（上問寒１号線） 橋長  19.50ｍ 有効幅員5.0ｍ 

   開林橋（開進１３号線） 橋長 15.78m 有効幅員4.0m 

   栄光橋（幌延１号線）  橋長    4.60m 有効幅員6.5m 

   新流橋（上問寒１号線） 橋長  6.30m 有効幅員5.0m 

   留目橋（中問寒糠南線） 橋長 25.50m 有効幅員6.5m 

・実施設計 

 下平橋（雄興１号線）   橋長 155.58ｍ 有効幅員4.0ｍ 

 

 ⑶都市計画費            ３億２，４１７万円（８９．６％） 

  

①公園費                      １，０６７万円 

 

 ○公園の維持管理に要する経費           １，０６７万円 

・ふるさとの森森林公園、名林公園、山村広場、問寒別農村公園などの

維持管理経費です。各施設の遊具や施設設備等の修繕料１８６万円、

清掃管理業務委託料２２３万円、草刈作業の公園施設維持管理業務委

託料４０２万円が主な内容です。 

 

 

②下水道費                   ３億１，３５０万円 

 

 ○下水道事業会計補助金            ３億１，３５０万円 

・下水道事業会計の経営基盤強化を図るため、収益的収支分９，７３

５万円、資本的収支分２億１，６１５万円を補助します。 

 

 

産業建設課 

上下水道係 

電話 5-1116 

内線 256,257 

産業建設課 

公園住宅係 

電話 5-1116 

内線 254,255 
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 ⑷住宅費               １億３，５７２万円（１２．３％） 

 

 

 

①住宅管理費                     ４，６８７万円 

 

 ○公営住宅人件費（２人）              １，６５７万円 

・産業建設課職員（公営住宅担当）の人件費で、内訳は給料８４４万

円、職員手当４５３万円、共済費３６０万円です。 

 

 ○公営住宅の維持管理に要する経費         ２，７１９万円 

・公営住宅の修繕料１，５９５万円、雪庇落とし・除雪作業等２１２

万円、エレベーター等の設備保守委託料２２３万円及び特殊建築物

等定期調査業務委託料１５６万円が主な内容です。 

 

○特定公共賃貸住宅家賃補助              ３１１万円 

・特定公共賃貸住宅の入居を促進するための補助制度です。 

特定公共賃貸住宅の家賃から、職場で支給されている住宅手当等を

差し引き、公営住宅の基準家賃に相当する額の差額を補助します。

また、この算定方法に該当しない場合でも、一定の要件を満たす方

は、特定公共賃貸住宅の家賃と公営住宅の基準家賃に相当する額の

差額の１／２を補助します。 

 

②住宅建設費                    ８，８８５万円 

 

 ○公営住宅等長寿命化改修事業           ８，８８５万円 

・宮園団地４号棟（ＲＣ造３階建）の外壁等改修工事実施設計業務を

実施します。 

・特定公共賃貸住宅宮園団地３号棟（ＲＣ造３階建）の屋上防水・内

外壁塗装補修工事を実施します。 

 

 

 ⑸河 川 費                 １２０万円（３．４％） 

  

①河川費                      １２０万円 

 

 ○樋門・樋管管理に要する経費           １２０万円 

・北海道から委託を受けている管理河川の樋門・樋管３８基の管理経

費で、管理人謝礼７５万円及びその他消耗品費等４５万円です。 

 

 

 

 

産業建設課 

管理係 

電話 5-1116 

内線 253 

産業建設課 

公園住宅係 

電話 5-1116 

内線 254,255 
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■９款 消 防 費         ２億１，４９３万円（１９．２％）■ 

 

 ここに計上された経費は、消防業務のみならず、広く風水害・地震・津波を

含んだ災害防除又は災害が生じた場合の被害の軽減のための全ての活動経費

です。 

 

 ⑴消 防 費             ２億１，４９３万円（１９．２％） 

  

①常備消防費                  ２億０，３５２万円 

 

 ○北留萌消防組合負担金            ２億０，３５２万円 

・留萌管内苫前町以北で構成している一部事務組合「北留萌消防組合」

に対する負担金です。内訳の主な内容は、次のとおり

です。 

 ◇議会本部負担金～均等割８０万円、規約割1,190万円 

 ◇幌延支署費～職員１４人の人件費 1 億 1,090 万円、旅

費１１６万円、需用費１６３万円、通信運搬費１８２万

円 他 

 ◇消防団費～団員６０人の人件費４２２万円、旅費３０万円、風水害出動

用被服等９６万円、各協会等負担金１８９万円 他 

 ◇消防施設費～需用費７３３万円、無線設備保守点検等委託料１７７万円、

消防ポンプ自動車１台購入4,647万円、消防庁舎電灯設備LED改修４

０６万円、旧庁舎モーターサイレン及び無縁設備撤去125万円 他 

 

②防災費                      １，１４２万円 

 

 ○防災対策事業                    ２８８万円 

・防災用備蓄品及び資機材等を計画的に整備します。また、木造住宅

の耐震診断や耐震改修に対して補助します。 

 

 ○全国瞬時警報システム改修事業           ５６６万円 

・全国瞬時警報システムの安定的な稼働を確保し、住民に対する防災

情報の伝達を確実に行うため、専用受信設備を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務企画課 

総務係 

電話 5-1111 

内線 122,123 

124,125 

127 
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■１０款 教 育 費       ７億３，３４７万円（▲２９．３％）■ 

 

 ここに計上された経費は、教育委員会、小・中学校、社会教育等すべての教

育関係の経費です。また、青少年の非行防止や女性学級、高齢化社会における

生涯学習、スポーツ、芸術・文化の振興が将来の住民育成のうえでも大切な施

策となっています。 

 

 ⑴教育総務費            ３億７，３４３万円（▲１９．０％） 

  

①教育委員会費                   ９４万円 

  

 ○教育委員の活動経費                 ９４万円 

・教育委員４人の活動経費です。報酬７６万円、費用弁償９万円が主

な内容です。 

 

 ②事務局費                     ５，２６１万円 

 

 ○教育総務人件費（6 人）             ４，９７８万円 

・教育長、教育次長、次長補佐及び総務学校係職員の人件費で、給料

２，４１４万円、職員手当１，３６３万円、共済費１，２０１万円

です。 

 

③教育振興費                    ４，９０５万円 

 

 ○学校運営協議会、教育研究所及び児童生徒就学援助等 

教育振興に要する経費              １，０４１万円 

・学校運営協議会委員報酬６８万円、教職員健康診断等手数料３５万

円、各種教育振興協議会負担金２５万円、教育研究所補助金８０万

円、中体連参加費補助金２８５万円、修学旅行費補助金５０万円、

要保護・準要保護児童生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費

３４１万円が主な内容です。 

 

 ○情報教育研究推進事業                ４８８万円 

・幌延情報教育センターの運営経費、テレビ会

議システムを利用した遠隔授業や交流授業

に要する経費及び情報通信機器の活用を推

進するための経費で、情報教育セミナー講師

への謝礼１０万円、情報通信機器導入先進地

視察等旅費１１万円、各学校の情報機器保守

管理業務委託料２２６万円が主な内容です。 

 

  

 

教育委員会 

総務学校係 

電話 5-1117 

内線 212,213 

     214,215 
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 ○特別支援教育推進事業                ９２３万円 

・通常学級において支援を必要とする児童のために、幌延小学校に特

別支援教育支援員を５人（学習活動支援４人、学校生活介助支援１

人）を配置します。 

 

 ○外国語教育推進事業               １，１１９万円 

・小学校及び中学校の教科学習で、児童生徒

が直接ネイティブ・スピーカーから生きた

言語を学ぶことができる環境を整備する

ため、外国語指導助手の派遣業務や外国語

教育等学習支援員を１人配置します。 

 

 ○子どもの心サポート相談事業              ６４万円 

・生徒が悩み等を気軽に話せ、ストレスを和らげることのできる、第

三者的な存在となる相談員を幌延中学校に１人配置します。 

 

 ○児童生徒学力向上支援事業              ２７５万円 

・漢字と英語の知識習得に向けた積極的な学習を支援するため、漢字

検定と英語検定の検定料助成を実施します。また、児童生徒の学力

向上を目的に任意団体が運営している学習支援塾を支援します。 

 

 ○学校支援事業                    ９９６万円 

・学習指導や教育支援活動等を実施する集落支援員及び地域おこし協

力隊員の活動に要する経費です。 

 

 

④教員住宅費                  ２億７，０８３万円 

 

 ○教員住宅の維持管理に要する経費           ２４２万円 

・教員住宅の修繕料１９３万円が主な内容です。 

 

 ○教員住宅補修事業                  ９１８万円 

・問寒別地区の教員住宅６棟１０戸の屋根外壁塗装補修を実施しま

す。 

 

 ○教員住宅整備事業              ２億５，９２４万円 

・教員住宅の老朽化が著しいため、令和７年度から２年計画で幌延地

区に１棟４戸の住宅を２棟建設します。 
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 ⑵小学校費               ９，０８９万円（▲７１．５％） 

  

①学校管理費                   ９，０８９万円 

 

 ○幌延小学校の管理運営に要する経費        ２，６８１万円 

 

 ○問寒別小学校の管理運営に要する経費       ２，２４２万円 

 

 ○スクールバスの運行に要する経費         ４，１６６万円 

 

 ⑶中学校費               ３，７１８万円（▲２７．０％） 

  

①学校管理費                    ３，７１８万円 

 

 ○幌延中学校の管理運営に要する経費        ３，１１４万円 

 

 ○問寒別中学校の管理運営に要する経費         ６０４万円 

 

 ⑷社会教育費             １億７，０３２万円（１３．７％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①社会教育総務費                  ５，１２４万円 

 

 ○社会教育人件費（４人）              ３，２５５万円 

・社会教育係、幌延町生涯学習センター及び総合体育館職員の人件費

で、給料１，５０８万円、職員手当１，０６３万円、共済費６８４

万円です。 

 

○社会教育事務執行に要する経費           １，８６９万円 

・社会教育施設警備員の人件費１,１６８万円、生涯学習アドバイザ 

ー報酬１２０万円及び事務補助員の人件費５１８万円が主な内容

です。 

  

②生涯学習センター費                 １，４４５万円 

 

 ○生涯学習センターの管理運営に要する経費      １，４４５万円 

・幌延町生涯学習センター運営管理経費  ８７５万円 

・問寒別生涯学習センター運営管理経費  ５７０万円 

 

教育委員会 

総務学校係 

電話 5-1117 

内線 212,213 

     214,215 

教育委員会 

社会教育係 

電話 5-1117 

内線 212 

 

幌延町生涯 

学習センター 

電話 5-1321 

 

問寒別生涯 

学習センター 

電話 6-5006 
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 ③美術館費                       ６０１万円 

 

○金田心象書道美術館の管理運営に要する経費      ６０１万円 

・美術館管理員人件費２８６万円、燃料・光  

熱水費等の需用費１８６万円、美術館設備 

保守委託料１４万円が主な内容です。 

   また、心象館活性化事業として、心象館 

コンサートやギャラリー展、書カフェ   

を引続き開催します。 

 

④成人教育費                      ２６２万円 

 

 ○生きがい教室、家庭教育学級等成人教育に要する経費  ２６２万円 

・成人教育事業（生きがい教室、家庭教育学級、女性学級、町 PTA研

究大会）講師謝礼３２万円、舞台芸術鑑賞事業開催経費２０９万円

が主な内容です。 

 

⑤青少年教育費                     ３０６万円 

 

 ○青少年教育に要する経費               ２０８万円 

 

・ふるさと体験チャレンジ教室、

子ども朝活事業、２０歳の集い

（成人式）、親子ふれあい人形

劇、町内子どもの集い（学校舞台

公演）、町内書き初め展及び青少

年研修会に要する経費１４０万

円と幌延町子ども会育成連絡協

議会、ワラベンチャー問寒クラ

ブ及び文化・スポーツ大会参加

に対する補助金６８万円です。 

 

 ○放課後子ども教室推進事業               ９８万円 

・放課後に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全、安心

な居場所を設け、様々な体験活動や地域住民との交流活動等の取組

みを実施します。 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

社会教育係 

電話 5-1117 

内線 212,216 

 

幌延町生涯 

学習センター 

電話 5-1321 
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⑥体育振興費                    ６，５２２万円 

 

 ○体育施設の管理運営に要する経費         ４，７３８万円 

・スポーツ推進委員の報酬２０万円、社会体育施設管理

員の人件費２８８万円、幌延町スポーツ協会補助金

４９万円、幌延町スポーツ少年団本部及びスポーツ

大会参加に対する補助金１４４万円のほか、各体育

施設の管理運営経費は、スポーツ公園２，１４２万

円、東ケ丘スキー場１，３６０万円、屋内プール３５

５万円、問寒別体育施設２９４万円です。 

 

 ○総合スポーツ公園改修事業           １，７８３万円 

・総合スポーツ公園野球場のナイター照明が経年劣化により、点灯し

ていない状況のため、ＬＥＤ照明に改修します。 

・パークゴルフ場管理棟の窓及び東屋について、経年劣化のため改修

を実施します。 

 

⑦体育館費                     ２，７７３万円 

 

 ○総合体育館等の管理運営に要する経費       ２，５５０万円 

・総合体育館及び地区体育館の管理経費は、事務補助員及び清掃員の

人件費１，０６３万円、燃料費５８９万円、光熱水費３０４万円及

び総合体育館設備保守委託料１４０万円が主な内容です。 

 

 ○総合体育館トレーニング機器整備事業         ２２３万円 

・総合体育館のトレーニング室に設置している老朽化したトレーニン

グ機器を更新します。 

 

 ⑸保健体育費                ６，１６６万円（８．７％） 

  

①学校保健費                      ２２４万円 

 

 ○学校保健体育事業                  ２２４万円 

・学校歯科医、学校薬剤師の報酬５０万円、フッ化物洗口用薬品１１

万円、児童生徒健康診断委託料２５万円、環境衛生測定等委託料４

４万円が主な内容です。 

 

②学校給食費                    ５，９４３万円 

 

 ○給食センター人件費（１人）             ７３４万円 

・給食センター職員の人件費で、給料３３９万円、職員手当２２８万

円、共済費１６７万円です。 

教育委員会 

総務学校係 

電話 5-1117 

内線 212,213 

     214,215 

教育委員会 

社会教育係 

電話 5-1117 

内線 212 

 

総合体育館 

電話 5-2111 
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 ○給食センターの管理運営に要する経費       ５，２０９万円 

・幌延町学校給食センターの管理運営経費で、事務補助員や調理員の

人件費２，９２８万円、消耗品費１８２万円、光熱水費８８６万円、

給食運搬車運行業務委託料３６７万円及

び学校給食会運営費補助金４９１万円な

どです。 

 なお、学校給食に地元食材を取り入れて

提供する取組みと給食用の牛乳代相当分

を補助しています。 

 

 

■１１款 災害復旧費       ２億０，８９０万円（８０８．２％）■ 

 

 ここには大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための

経費を計上します。 

 

⑴公共土木施設災害復旧費     ２億０，８９０万円（８０８．３％） 

 

①道路橋梁災害復旧費               ２億０，８９０万円 

 
○公共土木施設災害復旧事業            ２億０，８９０万円 
・町道幌延３号線外１３路線１４箇所の法面崩落等を復旧するために工 
事を実施します。 

 

■１２款 公債費          ９億１，５６４万円（２３．１％）■ 

 

 ここに計上された経費は、現在未償還の町債に係る元金及び利子、一時借入

金の利子などの償還金を計上しています。 

 

 ⑴公債費              ９億１，５６４万円（２３．１％） 

 

①元 金                    ８億８，０７９万円 

 

○長期債償還元金                ８億８，０７９万円 

・町債の償還元金で、過疎対策事業債５億0，８５８万円、辺地対策

事業債２億１，９０５万円、臨時財政対策債５，４９２万円及び一

般単独事業債５，０２３万円が主な内訳です。 

 

産業建設課 

建設係 

電話 5-1116 

内線 262,266 

教育委員会 

総務学校係 

電話 5-1117 

内線 212,213 

     215 

 

給食センター 

電話 5-1366 
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 ②利 子                      ３，４８５万円 

 

 ○長期債償還利子                 ３，４３５万円 

・町債の償還利子で、過疎対策事業債２，４７０万円、辺地対策事業

債６２２万円、公営住宅建設事業債７０万円、公有林整備事業債６

３万円及び一般単独事業債７６万円が主な内訳です。 

 

○一時借入金利子                    ５０万円 

 

■１４款 予 備 費            １,５００万円（０.０％）■ 

 

 ここに計上された予算は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための

ものです。 

 

 

 

 
 事業等の内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は、 
各事業等の右欄にある担当部署にお問い合わせ下さい。 

 
 町が行っている事業や施策について詳しく知りたい方は、「出前講座」をご利用
ください。 
 原則として５人以上のグループ（団体・サークル・仲間など）で申込むことがで
きます。 
 出前講座の詳細は、総務企画課総務係までお問い合わせください。 

         電話 5－1111（内線 122・123・12４・125・127） 
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一般会計 歳  入          ６６億０，０００万円（▲１．４％） 

 

 地方公共団体の「歳入歳出」とは、各会計年度の収入支出であり、各会計年

度における経費は、その年度の収入をもって支出しなければなりません。 

 したがって、予算書のうち歳入歳出予算の総額は同額となります。 

 次に、令和８年度一般会計予算の歳入について、概要を説明します。 

 

■１款 町   税         ７億０，７８６万円（▲３．４%）■ 

  

①町民税                    １億７，５３９万円 

・町が行う仕事に必要な経費を町民の皆さんから、その能力に応じて

負担していただくもので、個人町民税と法人町民税があります。 

・個人町民税は、均等割と所得割で現年課税分が１億３，７８４万円、

滞納繰越分が５９万円、計１億３，８４３万

円です。 

・法人町民税は、均等割と法人税割で現年課税

分が３，６８６万円、滞納繰越分が１０万円、

計３，６９６万円です。 

 

②固定資産税                  ５億０，４１０万円 

・固定資産税は、毎年１月１日現在に土地・家屋・償却資産（これら

を総称して「固定資産」といいます。）を所有している方に対して、

その固定資産の価格を基に課税される純固定資産税と、国等が行政

執行以外の用途で使用している固定資産等に係る、固定資産税の代

わりとなる交付金があります。 

・純固定資産税は、現年課税分が５億０，１７２万円、

滞納繰越分が７０万円、計５億０，２４２万円です。 

・交付金は、北海道森林管理局が１３７万円、北海道が

３１万円、計１６８万円です。 

 

③軽自動車税                      ６４０万円 

・軽自動車税は、毎年４月１日現在に原動機付自転車や軽自動車等を

所有している方に課税されます。課税見込台数は、１，１４１台で

す。 

 

④町たばこ税                    ２，１９７万円 

・たばこ税は、たばこの購入代金に含まれており、たばこの購入者が

負担していることになります。たばこ税を町に納税する者は、たば

この卸売業者で、町内のたばこ販売店への売渡本数に応じて、たば

こ税を算定し、町にたばこ税が納税されます。 
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■２款 地方譲与税           ８，９７６万円（▲４．１％）■ 

  

①地方揮発油譲与税                 １，５００万円 

・地方揮発油税法により、国税として徴収される地方揮発油税のうち

５８／１００を都道府県分、４２／１００を市町村

分として譲与されます。 

・譲与税の算定方法は、総額の 1／2ずつを市町村道

の延長と面積に按分して譲与されます。 

◇参考（ガソリン１ℓ当たり） 

 ガソリン税 28.7 円＝揮発油税24.3 円＋地方揮発油税 4.4 円 

 

②自動車重量譲与税                 ５，７００万円 

・自動車重量税法により、国税として徴収される自動車重量税の収入

総額の４０７／１０００に相当する額が譲与されます。 

・譲与金の算定は、総額の１／２ずつを市町村道の延長と面積に按分

して譲与されます。 

 

③森林環境譲与税                  １，７７６万円 

・森林環境税法により、森林環境譲与税が譲与されています。 

・森林環境譲与税の１／５が都道府県分、４／５が市町村分で、市町

村分の算定は、５／１０が私有林人工林面積、２／１０が林業就業

者数、３／１０が人口に按分して譲与されます。 

 

■３款 利子割交付金              ２０万円（０．０％）■ 

 
・利子課税制度により、利子等に対して所得税（国税）１５%と利子割

（都道府県民税）５%の税率で課税されます。 

・市町村への交付は、個人に係る利子割額から１%の事務費を控除した

額の３／５を、各市町村に係る個人道民税決算額の割合に応じて交付

されます。 

 

■４款 配当割交付金             １００万円（０．０％）■ 

 
・北海道が特別徴収する個人の一定の上場株式等の配

当等の収益に５％の税率で課税されます。 

・市町村への交付は、配当割額から１%の事務費を控除

した額の3／5を、各市町村に係る個人道民税決算額

の割合に応じて交付されます。 
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■５款 株式等譲渡所得割交付金        １００万円（０．０%）■ 

 
・北海道が特別徴収する源泉徴収口座における株式等譲渡所得等に

５％の税率で課税します。 

・市町村への交付は、株式等譲渡所得割額から１%の事務費を控除した

額の３／５を、各市町村に係る個人道民税決算額の割合に応じて交付

されます。 

 

■６款 法人事業税交付金           ６００万円（０．０％）■ 

 
・法人住民税の交付税原資化による法人税割の減収分の補てん措置と

して、法人事業税の一部を財源に北海道から交付されます。 

・市町村への交付基準は、経済センサスにおける従業者数により算定さ

れます。 

 

■７款 地方消費税交付金         ６，７００万円（３．１％）■ 

 
・消費税法の改正により消費税率が１０%に引上げられ、地方消費税は

１.７％から２.２％になりました。 

・市町村への交付は、地方消費税２.２％のうちの１／２で、従来分と引

上げ分に区分して、国勢調査による人口及び経済センサスによる従業

者数により按分して交付されます。 

 

■８款 環境性能割交付金          ６０万円（▲９２．３％）■ 

 
・環境性能割交付金は、令和８年３月３１日をもって廃止されました。 

・当該減収分について、令和８年度においては地方特例

交付金によって全額補てんされます。 

 

■９款 地方特例交付金       １，０９０万円（２,０８０.０％）■ 

 
・個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を

補てんするための交付金です。 

 ・令和８年度においては、地方揮発油譲与税、環境性能割交付金、軽自

動車税の減収を補てんするため、交付金が交付されます。 
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■１０款 地方交付税        ２３億７，０００万円（９．２％）■ 

 
・地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に

住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう、財源を保障する

ためのものです。国の所得税、法人税、酒税及び消費税の一定割合及

び地方法人税の全額で算定され、交付すべき総額の９４％を普通交付

税として、すべての市町村に一定の合理的な基準によって交付されま

す。残り６%については、特別交付税として特別の事情が認められる

市町村に応分に交付されます。 

・令和８年度予算では、普通交付税２１億５，０００万円（前年度対比

１０．３％）、特別交付税２億２,０００万円（前年度対比０．０％）

を計上しています。幌延町の場合、地方交付税は予算総額の３５．９％

と大きな割合を占めており、国の景気動向が交付額に影響します。 

 

■１１款 交通安全対策特別交付金        ５０万円（０．０％）■ 

 
・道路交通法の規定により納付される反則金を原資として、地方公共団

体が必要な道路交通安全施設の設置及びその管理に要する経費に充

当されます。 

・交付額の算定は、市町村内における過去

２ヵ年の警察庁調による交通事故（人

身事故に限る。）の発生件数の平均値及

び最近の国勢調査による人口集中地区

人口並びに改良済道路の延長を配分指

標として、それぞれ２：１：１の割合で

行います。 

 

■１２款 分担金及び負担金        ５７３万円（▲２１．３％）■ 

  

①負担金                        ５７３万円 

・負担金は、市町村が特定の事業を行う場合、その経費に充てるため、

特別に関係のある方から、その経費の全部又は一部を徴収するもの

です。 

・町外の老人ホーム入所者負担金９７万円、認定こども園保護者負担

金４４４万円、へき地保育所保護者負担金２６万円、子育て支援セ

ンター利用者負担金６万円が内訳です。 

 

■１３款 使用料及び手数料     1 億７，１３８万円（▲３．８％）■ 

  

①使用料                    １億６，９１８万円 

・使用料は、行政財産や公共施設を使用した方に対して、実費負担的

な意味で徴収するものです。 
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・産業・地域振興センター使用料３，１３４万円、公衆浴場使用料１

５２万円、歯科診療報酬５，１６０万円、町営草地放牧料１，３６

５万円、道路占用料８６万円、公営住宅・特定公共賃貸住宅使用料

６，７０３万円、生涯学習センター等の社会教育施設使用料４１万

円、総合体育館や総合スポーツ公園等の社会体育施設使用料１１５

万円が主な内容です。 

 

②手数料                        ２２０万円 

・手数料は、市町村が特定の方のためにする役務に対し、その経費の

全部又は一部を負担させるために徴収するものです。 

・戸籍や各種証明手数料８７万円、中途退牧等捕獲手数料１１１万円、

地籍図や地籍計算簿交付手数料１６万円が主な内容です。 

 

■１４款 国庫支出金       ３億９，４７８万円（▲２０．６％）■ 

  

①国庫負担金                    ７，１２６万円 

・国庫負担金は、仕事の性質に応じて国がその一部又は全部を負担す

る経費であり、その根拠は法律や政令などで定められています。 

・国民健康保険基盤安定（保険者支援分）２２６万円、障害者介護給

付・訓練等給付費３，４８６万円、児童手当３，２５１万円が主な

内容です。 

 

②国庫補助金                  ３億２，０２２万円 

・国庫補助金には、国の施策を行うために特別の必要があると認める

ときの奨励的補助金と、地方公共団体の財政上特別の必要があると

認めるとき又は地域開発の嵩上げ等の財政的援助金があります。 

・電源立地地域対策交付金１億６，５００万円、地域子ども・子育て

支援事業６５４万円、出産・子育て応援交付金１７８万円、社会資

本整備総合交付金１，０２０万円、道路メンテナンス補助事業１億

２，４６２万円が主な内容です。 

 

③国庫委託金                      ３３０万円 

・国庫委託金は、本来は国が行うべき事務を国民の利便性、経費の効

率化等の観点から国が地方自治体に委託する場合、その経費の全額

を地方自治体に交付します。 

・国民年金事務費２０３万円、土地利用状況等事務委託費１００万円

が主な内容です。 
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■１５款 道支出金          ２億４，５９３万円（▲４．２）■ 

  

①道負担金                     ４，０９５万円 

・道負担金は、仕事の性質に応じて北海道がその一部又は全部を負担

する経費です。 

・国民健康保険基盤安定７９３万円、後期高齢者医療保険基盤安定拠

出金７６５万円、障害者介護給付・訓練等給付費１，７４３万円、

児童手当４１１円が主な内容です。 

 

②道補助金                  １億８，５７６万円 

・道補助金は、奨励上の必要性から支出される任意的なものです。 

・広報・調査等交付金１，２６０万円、電源立地地域対策交付金４，

２７８万円、地域子ども・子育て支援事業６３５万円、中山間地域

等直接支払事業５，５４６万円、多面的機能支払事業５３５万円、

農業水路等長寿命化・防災減災事業３，５９９万円、豊かな森づく

り推進事業５４７万円、森林環境保全整備事業７１１万円、地域づ

くり総合交付金３０２万円が主な内容です。 

  

③道委託金                     １，９２２万円 

・本来、北海道が施行すべき事務を、便宜上市町村に委託した方がよ

り能率的、かつ経済的である場合に、その経費の全額を委託金とし

て交付されます。 

・個人道民税賦課徴収３４３万円、道道浜里下沼線道路除雪業務１，

４２０万円が主な内容です。 

 

■１６款 財産収入            ７，２１８万円（４．１％）■ 

  

①財産運用収入                   ３，４１６万円 

・財産を貸付等の方法により使用させ、その対価として受取る賃貸料、

利子及び配当等の収入金です。 

・町有地貸付１９３万円、職員住宅９４６万円、教員住宅５８１万円、

雪印メグミルク㈱への賃貸住宅７５８万円、各種基金の積立金利子

８６０万円が主な内容です。 

 

②財産売払収入                  ３，８０２万円 

・財産の売払いによる収入で、ここには譲

渡や差益が生ずる交換が含まれます。 

・幌延地区町営草地で収穫した乾草の売払

収入３，８０２万円が主な内容です。 
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■１７款 寄附金             １，７５０万円（２．３％）■ 

 
・寄附金は、使途を限定しない『一般寄附』とその使途を特定にした『指

定寄附』があり、金銭に限られます。 

・予算では、一般寄附金と、ふるさと創生・社会福祉・中山間農業地域

環境保全・奨学資金・学校教育・心象記念文化振興・図書室備品購入

の指定寄附金をそれぞれ１千円、ふるさと納税に対応した『ふるさと

応援寄附金』を１，７４９万円計上しています。 

 

■１８款 繰入金         １３億６，４９９万円（３３．３％）■ 

 
・繰入金は、一般会計や特別会計及び基金間で、相互に資金運用するも

のです。 

・本年度は、財政調整基金から５億６，０６０万円、減債基金から４，

４１９万円、ふるさと創生基金から１億０，５００万円、ふるさと応

援基金から９４０万円、公共施設等整備基金から５億９，５００万円、

地域公共交通活性化基金から２，６００万円、中山間農業地域環境保

全基金から２００万円及び森林環境譲与税基金から２，２８０万円を

繰入れします。 

 

■１９款 繰越金             ４，０００万円（０.０％）■ 

 
・決算上の剰余金が生じたときに、地方自治法の規定により、翌年度の

財源として繰越すものです。 

 

■２０款 諸収入         ２億１，２３１万円（▲１５．３％）■ 

 ①延滞金加算金及び過料                   １万円 

・町税延滞金は、税金を納期限までに完納しないとき、その翌日から

完納の日までの日数に応じて延滞金を徴収します。 

 

②町預金利子                       ６１万円 

・町の歳計現金は、指定金融機関やその他の金融機関への預け入れ、

その他最も確実で有利な方法によって運用され、これは普通預金、

定期預金等に係る利子収入です。 

 

③貸付金元利収入                  ３，００６万円 

・一般会計から地方公共団体以外の者に直接貸し出した資金の、元利

収入が計上されています。 

・町内における中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、経

済的地位の向上と事業経営の基礎となる金融の円滑化を図るため、

運用資金３，０００万円を金融機関に預託し、金融機関はその３倍

の９，０００万円までの融資枠を設定して融資しています。 
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④受託事業収入                   １，２６０万円 

・町が国、他の地方公共団体その他の者から委託事業を受けることに

よる収入です。 

・幌延風力発電㈱から受託する風力発電事業推進支援業務１，１００

万円、後期高齢者医療広域連合から健康診査に要する経費として８

９万円などが主な内容です。 

 

 

 

 

⑤雑入                     １億６，９０３万円 

・歳入科目の区分に該当しない収入を計上しています。 

・宝くじ交付金１５０万円、北海道大学協力事業費６３０万円、情報

通信施設管理費負担金１，６５０万円、かんがい排水施設管理事業

２３５万円、北海道市町村備荒資金組合超過納付金１億２，５００

万円、産業・地域振興センター利用者負担分９８５万円が主な内容

です。 

 

■２１款 町債          ８億２，０４０万円（▲３５．５％）■ 

 
・事業を行うにあたり、財源が不足した場合の長期間の借金が町債で

す。また、将来の長い期間にわたって効果を生ずる事業について、現

在の町民だけが負担するのではなく、将来の町民にも負担してもらう

方法として町債の発行があります。 

・本年度の主な内容は次のとおりです。 

 ◇一般単独事業債 ８６０万円 

   全国瞬時警報システム改修事業５００万円、消防庁舎電灯設備 

ＬＥＤ化改修事業３６０万円 

 ◇辺地対策事業債 １億２，０００万円 

   問寒別地区農業用水道施設改修事業４，９００万円、橋梁長寿命

化改修事業６，８００万円、個別排水処理施設整備事業３００万

円 

 ◇過疎対策事業債 ６億０，７５０万円 

   過疎地域持続的発展特別事業５，１７０万円、下沼地区専用水道

取水施設整備事業４，１００万円、下水道施設改修事業１億５，

２７０万円、消防ポンプ自動車整備事業４，６３０万円、教員住

宅整備事業２億５，９００万円など 

 ◇災害復旧事業債 ８，４３０万円 

   町道災害復旧事業８，４３０万円 
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 

（単位：千円・%） 

歳    入 歳    出 

区    分 予算額 増減率 区    分 予算額 増減率 

国民健康保険税 61,234 0.5 総 務 費 11,938 ▲27.9 

道 支 出 金 233,327 ▲2.6 保 険 給 付 費 163,216 ▲1.5 

財 産 収 入 31 3,000.0 国民健康保険事業費納付金 80,972 ▲5.3 

繰 入 金 29,215 ▲13.4 保 健 事 業 費 13,417 0.7 

繰 越 金 1,000 0.0 諸 支 出 金 52,987 ▲0.1 

諸 収 入 81 ▲1.2 基 金 積 立 金 31 3,000.0 

   予 備 費 2,327 132.7 

      

      

合   計 324,888 ▲3.1 合   計 324,888 ▲3.1 

◇加入状況：括弧内は前年度 
  年間平均被保険者数  ４６８人（４８２人） 
  年間平均加入世帯数  ２９８世帯（３０２世帯） 

 

国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計 

（単位：千円・%） 

歳    入 歳    出 

区    分 予算額 増減率 区    分 予算額 増減率 

入 院 料 11,566 6.8 診 療 所人件費 157,089 6.7 

外 来 診 察 料 68,024 ▲5.2 診 療 所業務費 169,518 ▲4.3 

保健衛生活動収入 14,827 ▲37.4 診 療 所管理費 27,819 6.5 

そ の 他使用料 510 ▲1.4 投 資 的 経 費 12,574 3,075.3 

手 数 料 2,299 ▲35.7 医師業務強化費 38,126 17.1 

財 産 収 入 915 0.0 予 備 費 3,000 0 

繰 入 金 288,753 12.7    

繰 越 金 1 0.0    

諸 収 入 21,231 11.5    

      

合   計 408,126 5.6 合   計 408,126 5.6 

◇病床数19床（一般：4床、療養：15床） 
◇患者数の状況：括弧内は前年度 
  入院患者数 ・年  間    ９１０人（   ９１２人） 
        ・１日平均    ２．５人（   ２．５人） 
  外来患者数 ・年  間 １２，５２８人（１２，５７６人） 
        ・１日平均   ５１．９人（  ５２．０人） 
◇繰入金の状況：括弧内は前年度 
  一般会計       ２３５，９６７千円（２０３，３６２千円） 
   うち不採算運営分  １８２，３２９千円（１６３，２７８千円） 
  国民健康保険特別会計  ５２，７８６千円（ ５２，８２０千円） 

住民生活課 

生活環境係 

税務住民係 

電話 5-1112 

内線 143,144 

153,154 

国保診療所 

事務局 

電話 5-1221 
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 

（単位：千円・%） 

歳    入 歳    出 

区    分 予算額 増減率 区    分 予算額 増減率 

後期高齢者医療保険料 27,604 36.9 総 務 費 810 ▲88.6 

繰 入 金 32,375 ▲12.2 後期高齢者医療広域連合納付金 59,172 18.6 

繰 越 金 1 0.0 諸 支 出 金 100 0.0 

諸 収 入 102 0.0    

合   計 60,082 5.2 合   計 60,082 5.2 

◇加入状況：括弧内は前年度 
  年間平均被保険者数        ３３９人（３４８人） 
  被保険者１人当たり保険料  ８１，４２８円（５７，９２５円） 

 

 

介 護 保 険 特 別 会 計 

【保険事業勘定】                   （単位：千円・%） 

歳    入 歳    出 

区    分 予算額 増減率 区    分 予算額 増減率 

保 険 料 44,277 ▲3.0 総 務 費 27,992 ▲179 

国 庫 支 出 金 55,218 5.9 保 険 給 付 費 220,752 3.5 

支払基金交付金 63,688 5.2 地域支援事業費 23,257 31.6 

道 支 出 金 36,151 5.0 基 金 積 立 金 100 9,900.0 

財 産 収 入 100 9,900.0 諸 支 出 金 101 0.0 

繰 入 金 72,751 0.5 予 備 費 1,000 0.0 

繰 越 金 1,000 ▲2.3    

諸 収 入 17 41.7    

合   計 273,202 2.6 合   計 273,202 2.6 

◇加入状況：括弧内は前年度 
  年間平均第１号被保険者数  ６３４人（６７２人） 
  要介護等認定者数      １０３人（１０１人） 

 

【介護サービス事業勘定】               （単位：千円・%） 

歳    入 歳    出 

区    分 予算額 増減率 区    分 予算額 増減率 

サ ービス収入 3,484 ▲6.6 総 務 費 14,411 85.3 

繰 入 金 12,402 127.4 事 業 費 1,465 4.7 

   予 備 費 10 0.0 

合   計 15,886 73.0 合   計 15,886 73.0 

◇ケアプラン作成状況：括弧内は前年度 
  居宅介護サービス計画作成件数 ２２８件（２５２件） 
  介護予防サービス計画作成件数 １４４件（１３２件） 

 

 

住民生活課 

生活環境係 

電話 5-1112 

内線 153,154 

保健福祉課 

社会福祉係 

包括支援係 

電話 5-1113 

内線 163,164 

   178,179 

保健福祉課 
居宅介護支援係 

電話 5-1790 

内線 172,176 

177 



 - 48 - 

簡 易 水 道 事 業 会 計 

（単位：千円・%） 

収    入 支    出 

区    分 予算額 増減率 区    分 予算額 増減率 

（収益的収入） （収益的支出） 

給 水 収 益 48,420 12.1 原水及び浄水量 18,628 160.2 

受 益 工 事 収 益 349 0.0 配水及び給水量 93,435 920.7 

その他営業収益 45 ▲27.4 受 託 工 事 費 318 ▲21.5 

受取利息及び配当金  276 13,700.0 総 係 費 29,875 32.5 

他 会 計 補 助 金 95,269 37,705.2 減 価 償 却 費 146,922 508.8 

長期前受金戻入 89,637 1,151.6 支払利息及び企業債取扱諸費 2,595 465.4 

雑 収 益 107 9.2 消費税及び地方消費税 500 0.0 

   予 備 費 500 0.0 

合   計 234,103 357.9 合   計 292,773 351.4 

（資本的収入） （資本的支出） 

企 業 債 0 皆減 原水及び浄水設備建設改良費 0 皆減 

他 会 計 補 助 金 28,687 ▲77.7 配水及び給水設備建設改良費 0 皆減 

国 庫 補 助 金 0 皆減 固定資産購入費 5,084 57.3 

   企業債償還金 23,324 91.6 

   基 金 積 立 金 279 5,480.0 

合   計 28,687 ▲92.4 合   計 28,687 ▲92.5 

◇施設利用状況：括弧内は前年度 

  年間総有収水量  １６８，０００㎥（１７３，０００㎥） 

  給水戸数     ９７３戸（９７０戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業建設課 

上下水道係 

電話 5-1116 

内線 256,257 
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下 水 道 事 業 会 計 

（単位：千円・%） 

収    入 支    出 

区    分 予算額 増減率 区    分 予算額 増減率 

（収益的収入） （収益的支出） 

下 水 道 使 用 料 33,159 ▲3.0 管 渠 費 31,659 0.4 

その他営業収益 3 ▲93.2 処 理 場 費 73,186 38.1 

他 会 計 補 助 金 97,344 33.1 個別排水施設費 11,745 6.9 

国 庫 補 助 金 6,226 皆増 総 係 費 15,350 30.9 

長 期前受金戻入 60,003 1.6 減 価 償 却 費 80,326 1.6 

   支払利息及び企業債取扱諸費 3,670 8.2 

   消費税及び地方消費税 1,500 0.0 

   予 備 費 500 0.0 

合   計 196,735 18.2 合   計 217,936 13.7 

（資本的収入） （資本的支出） 

企 業 債 161,500 493.8 管渠建設改良費 4,233 ▲74.1 

他 会 計 補 助 金 216,149 145.3 処理場建設改良費 575,864 945.1 

国 庫 補 助 金 274,475 997.9 個別排水施設建設改良費 14,878 2.2 

受 益 者 分 担 金 150 0.0 固定資産購入費 0 皆減 

   企業債償還金 57,299 6.7 

合   計 652,274 364.3 合   計 652,274 364.3 

◇施設利用状況：括弧内は前年度 

 ・特定環境保全公共下水道事業 

   年間処理量  １４２，４４０㎥（１４７，６００㎥） 

   水洗化率   ９９．５％（９９．１％） 

   処理戸数   ８１３戸（８２６戸） 

 ・個別排水処理施設整備事業 

   合併処理浄化槽設置基数  １５１基（１４９基） 

○汚水桝設置事業（３箇所）                  ４，２３３千円 

○下水道施設改修事業（下水道管理センター汚泥脱水機外更新工事外２件） 

５７５，８６４千円 

○個別排水施設整備事業（合併処理浄化槽３基）        １４，８７８千円 

 

 

産業建設課 

上下水道係 

電話 5-1116 

内線 256,257 



 

資 料 編 
 

１ 過去の予算・決算額の推移 

２ 一般会計予算 

３ 町税の状況 

４ 地方交付税の状況 

５ 町の借金（地方債）の状況 

６ 町の貯金（基金）の状況 

７ 職員数の状況 

８ 財政指数 
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１ 過去の予算・決算の推移 

●一般会計及び全会計の予算・決算（歳出）規模 

区 分  一般会計 特別会計 合  計 

平成２９年度 
決 算 額 

５３億０９百万円 １１億５８百万円 ６４億６７百万円 

平成３０年度 
決 算 額 

５１億１６百万円 １１億８４百万円 ６３億００百万円 

平成３１年度 
決 算 額 

４９億０９百万円 １１億１８百万円 ６０億２７百万円 

令和２年度 
決 算 額 

５３億１５百万円 １２億５２百万円 ６５億６７百万円 

令和３年度 
決 算 額 

４８億７８百万円 １３億２３百万円 ６２億０１百万円 

令和４年度 
決 算 額 

４９億７５百万円 １２億４６百万円 ６２億２１百万円 

令和５年度 
当初予算額 

５５億０５百万円 １７億１９百万円 ７２億２４百万円 

令和６年度 
当初予算額 

５９億８０百万円 １９億７９百万円 ７９億５９百万円 

令和７年度 
当初予算額 

６６億９１百万円 １８億３５百万円 ８５億２６百万円 

令和８年度 
当初予算額 

６６億００百万円 ２２億７４百万円 ８８億７４百万円 

 

幌延町の予算は、一般会計と特別会計の２つに分類されます。「会計」とは、家

庭におけるお財布に当たるもので、収入をどの事業に使っているかを分かりやす

くするために会計を設けています。 

 

一般会計とは？ 
 一般会計は、教育や福祉、公共施設の整備、産業の振興、町役場の運営

など、町民の皆さんにとって身近なものに使われる会計です。皆さんから

の町税は、一般会計に使われます。 

特別会計とは？ 
 特定の目的や収入（国民健康保険税、診療所使用料、介護保険料、水道

使用料など）がある予算を経理する会計を「特別会計」と言います。一般

会計と分けて「特別会計」として事業ごとの収支を明確にしています。 

 

●町民１人あたり、１世帯あたりの予算額（一般会計） 

令和８年度一般会計当初予算額を、令和８年４月１日現在における住民基本台

帳の人口１，９８７人、世帯数１，１７５戸で除した予算額です。 

（※令和７年４月 1 日現在の住民基本台帳人口２，０１４人、世帯数１，１７１戸） 

 １人あたり予算額 3,221,590 円（令和７年度 3,322,244 円） 

 １戸あたり予算額 5,617,021 円（令和７年度 5,713,920 円） 
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２ 一般会計予算 
 

【 歳入予算 】 

 令和８年度の歳入予算は、財源不足を補填するため財政調整基金からの繰入

金が大幅に増額しています。 

区  分 
令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

増  減 

金  額 増減率(%) 

町 税 ７億０８百万円 ７億３３百万円 ▲２５百万円 ▲３.４ 

譲与税・交付金 １億７７百万円 １億７７百万円 ０百万円 ０.０ 

地 方 交 付 税 ２３億７０百万円 ２１億７０百万円 ２億０百万円 ９.２ 

分担金及び負担金 ６百万円 ７百万円 ▲１百万円 ▲２１.３ 

使用料及び手数料 １億７１百万円 １億７８百万円 ▲７百万円 ▲３.８ 

国 庫 支 出 金 ３億９５百万円 ４億９７百万円 ▲１億２百万円 ▲２０.６ 

道 支 出 金 ２億４６百万円 ２億５７百万円 ▲１１百万円 ▲４.２ 

繰 入 金 １３億６５百万円 １０億２４百万円 ３億４１百万円 ３３.３ 

諸 収 入 ２億１２百万円 ２億５１百万円 ▲３９百万円 ▲１５.３ 

町 債 ８億２０百万円 １２億７２百万円 ▲４億５２百万円 ▲３５.５ 

そ の 他 １億３０百万円 １億２５百万円 ５百万円 ２.６ 

歳 入 合 計 ６６億００百万円 ６６億９１百万円 ▲９１百万円 ▲１.４ 

※その他とは、財産収入、寄附金及び繰越金です。 
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令和８年度 歳入予算の構成割合
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【 歳出予算 】 

●目的別予算額の状況 

 令和８年度の目的別予算では、昨年度の大雨により被災した町道の復旧によ

り災害復旧費が大幅に増額し、小中一貫校整備事業の事業費減などにより教育

費が減額しています。 

区  分 
令 和 ８ 年 度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

増  減 

金  額 増減率(%) 

議 会 費 ５２百万円 ５１百万円 １百万円 ３.３ 

総 務 費 ９億０１百万円 １０億３８百万円 ▲１億３７百万円 ▲１３.３ 

民 生 費 ９億３０百万円 ８億８９百万円 ４１百万円 ４.７ 

衛 生 費 ４億３６百万円 ４億４４百万円 ▲８百万円 ▲１.９ 

農林水産業費 ７億３１百万円 ８億４５百万円 ▲１億１４百万円 ▲１３.６ 

商 工 費 ２億９４百万円 ２億２５百万円 ６９百万円 ３０.８ 

土 木 費 １１億６８百万円 １１億９９百万円 ▲３１百万円 ▲２.６ 

消 防 費 ２億１５百万円 １億８０百万円 ３５百万円 １９.２ 

教 育 費 ７億３３百万円 １０億３８百万円 ▲３億５百万円 ▲２９.３ 

公 債 費 ９億１６百万円 ７億４４百万円 １億７２百万円 ２３.１ 

災害復旧費・予備費 ２億２４百万円 ３８百万円 １億８６百万円 ８０８.２ 

歳 出 合 計 ６６億００百万円 ６６億９１百万円 ▲９１百万円 ▲１.４ 
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●性質別予算額の状況 

 令和８年度の性質別予算では、昨年度の大雨により被災した町道の復旧によ

り災害復旧事業費が大幅に増額し、小中一貫校整備事業の事業費減などにより

普通建設事業費が大幅に減額しています。 

区  分 
令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

増  減 

金  額 増減率(%) 

消

費

的

経

費 

人 件 費 ９億４８百万円 ９億００百万円 ４８百万円 ５.３ 

物 件 費 １０億０４百万円 １０億３１百万円 ▲２７百万円 ▲２.６ 

維 持 補 修 費 ３億６４百万円 ３億６７百万円 ▲３百万円 ▲１.０ 

扶 助 費 １億５１百万円 １億５５百万円 ▲４百万円 ▲２.７ 

補 助 費 等 １１億９３百万円 １０億３０百万円 １億６３百万円 １５.８ 

小  計 ３６億６０百万円 ３４億８３百万円 １億７７百万円 ５.１ 
投
資
的
経
費 

普通建設事業費 １２億７１百万円 １９億２３百万円 ▲６億５２百万円 ▲３３.９ 

災害復旧事業費 ２億０９百万円 ２３百万円 １億８６百万円 ８０８.２ 

小  計 １４億８０百万円 １９億４６百万円 ▲４億６６百万円 ▲２３.９ 

そ

の

他 

公 債 費 ９億１５百万円 ７億４４百万円 １億７１百万円 ２３.１ 

積 立 金 １億２８百万円 １億２７百万円 １百万円 ０.７ 

貸付金・投資及び出資金 ３１百万円 ３１百万円 ０百万円 ０.０ 

繰 出 金 ３億７１百万円 ３億４５百万円 ２６百万円 ７.５ 

予 備 費 １５百万円 １５百万円 ０百万円 ０.０ 

小  計 １４億６０百万円 １２億６２百万円 １億９８百万円 １５.７ 

歳 出 合 計 ６６億００百万円 ６６億９１百万円 ▲９１百万円 ▲１.４ 
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●性質別経費の推移                    （単位：百万円） 

区分 人件費 物件費 補助費等 
その他消 

費的経費 

投資的 

経 費 
公債費 繰出金 その他 計 

Ｒ２ ６億９３ ６億７６ ８億１０ ３億８０ １１億２３ ９億０８ ３億６４ ３億６１ ５３億１５ 

Ｒ３ ７億３０ ６億６９ ５億２５ ５億０５ ７億８０ ６億８４ ４億３７ ５億４８ ４８億７８ 

Ｒ４ ７億３７ ７億３７ ５億８７ ４億５７ １０億３１ ６億０３ ４億２４ ３億９９ ４９億７５ 

Ｒ5 ７億１４ ７億２４ ７億２０ ４億３８ １２億４６ ６億８６ ３億２１ ５億７０ ５４億１９ 

Ｒ6 ７億６４ ８億３５ ８億５０ ４億９３ １３億７５ ７億３８ ５億５２ １億６１ ５７億６８ 

Ｒ７ ９億００ １０億３１ １０億３０ ５億２２ １９億４６ ７億４４ ３億４５ １億７３ ６６億９１ 

Ｒ８ ９億４８ １０億０４ １１億９３ ５億１５ １４億８０ ９億１５ ３億７１ １億７４ ６６億００ 

※令和２～令和６年度は決算額、令和７～８年度は当初予算額 
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●性質別経費の構成割合の推移                  （単位：％） 

区  分 R2 R3 R4 R５ R6 R7 R8 

消

費

的

経

費 

人 件 費 １３.０ １５.０ １４.８ １３.１ １４.１ １３.５ １４.４ 

物 件 費 １２.７ １３.７ １４.８ １３.４ １５.６ １５.４ １５.２ 

維 持 補 修 費 ５.１ ６.８ ６.７ ５.６ ５.５ ５.５ ５.５ 

扶 助 費 ２.１ ３.６ ２.５ ２.５ ２.０ ２.３ ２.３ 

補 助 費 等 １５.２ １０.７ １１.８ １３.３ １５.３ １５.４ １８.１ 

小  計 ４８.１ ４９.８ ５０.６ ４７.９ ５２.５ ５２.１ ５５.４ 
投
資
的
経
費 

普通建設事業費 ２１.１ １６.０ ２０.７ ２３.０ ２２.３ ２８.７ １９.３ 

災害復旧事業費 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.３ ３.２ 

小  計 ２１.１ １６.０ ２０.７ ２３.０ ２２.３ ２９.０ ２２.４ 

そ

の

他 

公 債 費 １７.１ １４.０ １２.１ １２.７ １２.６ １１.１ １３.９ 

積 立 金 ６.２ １０.６ ７.４ １０.０ １.９ １.９ １.９ 

貸付金・投資及び出資金 ０.６ ０.６ ０.６ ０.５ ０.５ ０.５ ０.５ 

繰 出 金 ６.８ ９.０ ８.６ ５.９ ９.９ ５.２ ５.６ 

予 備 費 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.３ ０.２ ０.２ 

小  計 ３０.７ ３４.２ ２８.７ ２９.２ ２５.２ １８.９ ２２.１ 

歳 出 合 計 １００.０ １００.０ １００.０ １００.０ １００.０ １００.０ １００.０ 

※構成割合は、小数点以下第１位未満を四捨五入しているため合計と一致しないことがあります。 

※令和２年度～６年度は決算額、令和７～８年度は当初予算額の構成割合 
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３ 町税の状況 
 

●町税の税目別予算額 

 令和８年度の町税は、固定資産税が償却資産の減少等により、２５百万円の

減額となり、町税の予算総額は７億０８百万円となります。 

区  分 
令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

増  減 

金  額 増減率(%) 

個 人 町 民 税 １億３９百万円 １億３１百万円 ８百万円 ５.５ 

法 人 町 民 税 ３７百万円 ４０百万円 ▲３百万円 ▲７.２ 

固 定 資 産 税 ５億０４百万円 ５億３４百万円 ▲３０百万円 ▲５.５ 

軽 自 動 車 税 ６百万円 ６百万円 ０百万円 ０.０ 

町 た ば こ 税 ２２百万円 ２２百万円 ０百万円 ０.０ 

合  計 ７億０８百万円 ７億３３百万円 ２５百万円 ▲３.４ 

 

 

●税目別当初予算額・決算額の推移           （単位：万円、％） 

区分 町 民 税 固定資産税 軽自動車税 町たばこ税 計 増減率 

Ｒ２ １億８,４１６ ３億９,８８９ ６００ ２,６８３ ６億１,５８８ ０.２ 

Ｒ３ １億７,３６０ ３億７,８３８ ６０３ ２,７９６ ５億８,５９７ ▲４.９ 

Ｒ４ １億６,００９ ３億６,４７８ ６０３ ２,６３７ ５億５,７２７ ▲４.９ 

Ｒ５ １億７,４２２ ３億４,８４１ ６０４ ２,５７５ ５億５,４４２ ▲０.５ 

Ｒ６ １億８,４９３ ５億６,４７０ ６０９ ２,４５５ ７億８,０２７ ２８.９ 

Ｒ７ １億７,１０６ ５億３,３３１ ６２１ ２,２１０ ７億３,２６８ ６.５ 

Ｒ８ １億７,５３９ ５億０,４１０ ６４０ ２,１９７ ７億０,７８６ ▲３.４ 

※令和２～６年度は決算額、令和７～８年度は当初予算額 
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●町民１人当たり、１世帯当たりの町税額 

 町税の当初予算額を、令和８年４月１日現在における住民基本台帳の人口 

１,９８７人、世帯数１,１７５戸で除した額です。 

（※令和７年４月 1 日現在の住民基本台帳人口２,０１４人、世帯数１,１７１戸） 

区  分 
令和８年度 

当初予算額 

令和７年度 

当初予算額 

増  減 

金  額 増減率(%) 

１ 人 当 た り 

の 町 税 額 
３５６,２４６円 ３６３,７９３円 ▲７,５４７円 ▲２.１ 

１ 戸 当 た り 

の 町 税 額 
６０２,４３４円 ６２５,６８７円 ▲２３,２５３円 ▲３.７ 
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４ 地方交付税の状況 
 

地方交付税は、本来地方の税収入とすべきですが、団体間の財源の不均衡を調整

し、すべての地方団体が一定の水準を維持できるよう財源を保障する見地から、国

税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば

「国が地方に代わって徴収する地方税」（固有財源）という性格をもっています。 

 

《地方交付税の種類》 

 地方交付税には普通交付税と特別交付税があり、交付税総額の９４％が普

通交付税、６％が特別交付税とされています。 

 

●地方交付税の推移                 （単位：百万円、％） 

区分 普通交付税 特別交付税 計 臨時財対債 合計 増減率 

Ｒ２ ２０億１８ ２億８３ ２３億０１ ８６ ２３億８７ １.０ 

Ｒ３ ２０億８８  ３億２１ ２４億０９ １億０３ ２５億１２ ５.２ 

Ｒ４ ２０億７１ ３億２４ ２３億９５ ２６ ２４億２１ ▲３.６ 

Ｒ５ ２１億７９ ３億１０ ２４億８９ １２ ２５億０１ ３.３ 

Ｒ６ ２０億４１ ３億１２ ２３億５３ ５ ２３億５８ ▲５.７ 

Ｒ７ １９億５０ ２億２０ ２１億７０ ０ ２１億７０ ▲８.０ 

Ｒ８ ２１億５０ ２億２０ ２３億７０ ０ ２３億７０ ９.２ 

※令和２～６年度は決算額、令和７～８年度は当初予算額 

 

《臨時財対債：「臨時財政対策債」の略》 

 平成１３年度以降、法律で定められた割合の財源だけでは、地方交付税と

しての必要額が不足するようになりましたので、不足分を国と地方自治体が

半分ずつ負担するというルールができました。 

 国分は国の一般会計からの繰入れにより、地方負担分については臨時財政

対策債による補てん措置を講ずることになりました。 

 その元利償還金相当額の全額が後年度の地方交付税に算入されますので、

実質的には地方交付税の代替財源といえます。 

 

●地方交付税の財源 
 地方交付税の財源は、国税４税の一定割合と、地方法人税の全額です。 

税  目 所得税 法人税 消費税 酒 税 地方法人税 

割  合 ３３.１％ ３３.１％ １９.５％ ５０.０％ １００.０％ 
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５ 町の借金（地方債）の状況 
 

町が公共施設を建設したり、道路や下水道を整備したりするために、国や銀行な

どから借金をします。これを『地方債（町債）』と言います。借金である地方債現在

高と債務負担行為額の合計から、貯金である積立金現在高を差し引いた町の将来の

財政負担は、平成２７年度末に貯金が借金を上回りました。 

また、借金の中には、辺地債や過疎債などのように、借金を返済するときに償還

元金・利子の一部を、地方交付税で補てんされるものがあります。 

令和８年度末の一般会計と他の会計をあわせた全体での財政負担は、貯金が借金

を４億６７百万円上回る予定となります。町では、財政負担の状況を的確に分析し

ながら、効率的で適切な財政運営に努めていきます。 

 

●一般会計の実質的な財政負担の推移           （単位：百万円） 

区分 地方債現在高 債務負担行為額 積立金現在高 財政負担 

Ｒ２ ３４億７１ １７ ５４億８５ ▲１９億９７ 

Ｒ３ ３３億１０ ８ ５８億５７ ▲２５億３９ 

Ｒ４ ３２億６６ ７ ６０億８８ ▲２８億１５ 

Ｒ５ ３４億０２ ６ ６３億７４ ▲２９億６６ 

Ｒ６ ３５億８６ ６９ ６１億５２ ▲２４億９７ 

Ｒ７ ４２億０４ ５８ ５１億３６ ▲８億７４ 

Ｒ８ ３８億８２ １９ ４３億６８ ▲４億６７ 

※令和２～６年度は年度末残高、令和７～８年度は年度末見込額 

 

 

●令和８年度末 全会計財政負担予定額          （単位：百万円） 

会 計 名 地方債現在高 債務負担行為額 積立金現在高 財政負担 

一 般 ３８億８２ １９ ４３億６８ ▲４億６７ 

国民健康保険   １４ ▲１４ 

介 護 保 険   ２６ ▲２６ 

簡 易 水 道 １億９０  １億１６ ７４ 

下 水 道 ４億０９   ４億０９ 

計 ４４億８１ １９ ４５億２４ ▲２４ 

※令和８年度末見込額 
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●各会計地方債現在高の推移               （単位：百万円） 

会計名 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

一 般 ３４億７１ ３３億１０ ３２億６６ ３４億０２ ３５億８６ ４２億０４ ３８億８２ 

簡易水道 １６ ２６ ４６ ７０ １億００ ２億２２ １億９０ 

下 水 道 ３億７０ ３億５７ ３億３６ ３億２５ ３億０９ ３億００ ４億０９ 

計 ３８億５７ ３６億９３ ３８億５３ ３７億９７ ３９億９５ ４７億２６ ４４億８１ 

※令和２～６年度は年度末現在高、令和７～８年度は年度末見込額 

 

 

●町民１人当たりの地方債現在高 

 年度末現在高（見込）を、令和８年４月１日現在における住民基本台帳の 

人口１,９８７人で除した額です。（令和７年度は２,０１４人） 

区  分 令和８年度 令和７年度 
増  減 

金  額 増減率(%) 

一 般 会 計 １,９５３,６９９円 ２,０８７,３８８円 ▲１３３,６８９円 ▲６.４ 

全 会 計 ２,２５５,１５９円 ２,３４６,６５７円 ▲９１,４９８円 ▲３.９ 

 

 

●地方債償還額の推移 

 一般会計の地方債償還額は、平成２７年度をピークに減少していましたが、

建設事業費の増嵩により、令和５年度以降は地方債償還額が増加しています。 

区分 一般会計 特別会計 計 

Ｒ２ ９億０８百万円 ５１百万円 ９億５９百万円 

Ｒ３ ６億７８百万円 ４７百万円 ７億２５百万円 

Ｒ４ ６億０３百万円 ５２百万円  ６億５５百万円 

Ｒ５  ６億８６百万円  ５６百万円 ７億４２百万円 

Ｒ６  ７億３８百万円  ６１百万円 ７億９９百万円 

Ｒ７  ７億４４百万円  ７０百万円 ８億１４百万円 

Ｒ８  ９億１５百万円  ８７百万円 １０億０２百万円 

※令和２～６年度は決算額、令和７～８年度は当初予算額 
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●町民１人当たりの地方債償還額 

 当初予算の地方債償還額を、令和８年４月１日現在における住民基本台帳の

人口１,９８７人で除した額です。（令和７年度は２,０１４人） 

区  分 令和８年度 令和７年度 
増  減 

金  額 増減率(%) 

一 般 会 計 ４６０,４９３円 ３６９,４１４円 ９１,０７９円 ２４.７ 

全 会 計 ５０４,２７８円 ４０４,１７１円 １００,１０７円 ２４.８ 
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６ 町の貯金（基金）の状況 

一般家庭の「貯金」にあたるのが基金です。将来の財政のやり繰りに備えて積み

立てておき、お金が不足する年に使ったり、施設の建設など特定の目的に使うため

に活用しています。基金は町の条例などに基づいて積み立て、運用を行っていま

す。 

 

《基金は、大きく分けて 3 つの種類があります。》 

 ◆財政調整基金～急激な収入の落ち込みや、予定外の支出に備えるために積 

         み立てている基金。 

 ◆減 債 基 金～借りたお金の返済に充てるために積み立てている基金。 

 ◆特定目的基金～特定の事業に使用する目的のために積み立てている基金。 

 

●一般会計基金現在高の推移             （単位：百万円） 

区  分 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

財 政 調 整 基 金 １０億０１ １０億０１ １０億０１ １０億６８ １０億６９ ５億１６ ３億６６ 

減 債 基 金 １４億９６ １４億９６ １４億７３ １４億２９ １４億１９ １４億０８ １３億６８ 

特 定 目 的 基 金 ２９億８８ ３３億６０ ３６億１４ ３８億７６ ３６億６４ ３２億１２ ２６億３４ 

 
羽幌線代替輸送確保基金 ７ ０      

ふるさと創生基金 １１億２０ １１億４３ １１億７７ １２億０１ １２億２９ １１億４６ １１億８４ 

 ふるさと応援基金 １８ ２６ ２４ １５ ９ ９ １０ 

 公共施設等整備基金 １２億１３ １３億０１ １５億１７ １７億６９ １５億４０ １１億９１ ５億８６ 

 エネルギー施策等振興基金 ４億６３ ４億６４ ４億７６ ４億８９ ５億０２ ５億１３ ５億２７ 

 地域公共交通活性化基金  ２憶５０ ２憶３７ ２億２２ ２億０９ １億８２ １億５９ 

 地域福祉基金 １億０１ １億０１ １億０１ １億０１ １億０１ １億０１ １億０１ 

 中山間農業地域環境保全基金 １７ １７ １７ １７  １７ １５ １４ 

 森林環境譲与税基金 １４ ２３ ２９ ２５ ２３ ２１ １８ 

 奨 学 資 金 基 金 ２６ ２６ ２６ ２６ ２６ ２６ ２７ 

 心象記念文化振興基金 ９ ９ １０ １１ ８ ８ ８ 

計 ５４億８５ ５８億５７ ６０億８８ ６３億７３ ６１億５２ ５１億３６ ４３億６８ 

※令和２～６年度は年度末現在高、令和７～８年度は年度末見込額 
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●各会計基金現在高の推移                （単位：百万円） 

会計名 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

一 般 ５４億８５ ５８億５７ ６０億８８ ６３億７４ ６１億５２ ５１億３６ ４３億６８ 

国民健康保険 ３７ ３２ ２２ １４ １３ １４ １４ 

介護保険 ３２ ３２ ３２ ４４ ４４ ３７ ２６ 

簡易水道 １億０５ １億１５ １億１５ １億１６ １億１６ １億１６ １億１６ 

計 ５６億５９ ６０億３６ ６２億５７ ６４億５５ ６３億２５ ５３億０３ ４５億２４ 

※令和２～６年度は年度末現在高、令和７～８年度は年度末見込額 

 

 

●町民１人当たりの基金現在額 

 年度末現在高（見込）を、令和８年４月１日現在における住民基本台帳の 

人口１,９８７人で除した額です。（令和７年度は２,０１４人） 

区  分 令和８年度 令和７年度 
増  減 

金  額 増減率(%) 

一 般 会 計 ２,１９８,２８９円 ２,５５０,１４９円 ▲３５１,８６０円 ▲１３.８ 

全 会 計 ２,２７６,７９９円 ２,６３３,０６９円 ▲３５６,２７０円 ▲１３.５ 
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７ 職員数の状況 

近年の職員採用状況は、新卒の採用が困難なため、社会人経験者を職員として中

途採用するケースが増加傾向にあります。令和８年度の全会計職員数は１００人

で、令和２年度と比較すると５人増加しています。 

 

会

計 
区分 

職    員    数 増  減 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ R８-Ｒ７ R８-Ｒ２ 

一 
 

般 
 

会 
 

計 

議 会 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ０ ０ 

総 務 ２４ ２４ ２６ ２５ ２４ １８ ２２ ４ ▲２ 

民 生 １７ １６ １６ １６ １４ １４ １５ １ ▲２ 

衛 生 ６ ８ ７ ７ ５ ４ ９ ５ ３ 

農林水産 ６ ６ ６ ７ ６ ５ ７ ２ １ 

商 工 １ １ １ １ ２ ２ ２ ０ １ 

土 木 ７ ８ ７ ６ ６ ６ ８ ２ １ 

教 育 １０ １０ １０ ８ ９ ９ １０ １ ０ 

小 計 ７３ ７５ ７５ ７２ ６８ ６０ ７５ １５ ２ 

国 保 会 計 １ １ １ １ １ １ １ ０ ０ 

国保診療所会計 １３ １２ １４ １３ １３ １１ １６ ５ ３ 

介護保険会計 ５ ３ ３ ４ ４ ４ ５ １ ０ 

簡易水道会計 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ０ ０ 

下水道会計 １ １ １ １ １ １ １ ０ ０ 

合 計 ９５ ９４ ９６  ９３ ８９ ７９ １００ ２１ ５ 

※職員数は、各年度４月１日現在で、町長・副町長・教育長を除く。令和８年度は予算人員 
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８ 財政指数 
 

●経常収支比率 

 経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出され

る経費に充当された一般財源が、地方税、普通交付税のように毎年度経常的に

収入される一般財源に対し、どの程度の割合になっているかをみることにより

財政構造の弾力性を判断します。一般的には、都市にあっては７５%、町村に

あっては７０％程度が妥当といわれています。 

管内市町村の経常収支比率の推移               （単位：％） 

市町村名 Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

稚 内 市 ９４.４ ８９.８ ８７.４ ９１.０ ９２.５ ９２.７ 

猿 払 村 ９５.５ ８９.７ ７９.６ ７９.１ ８５.１ ９４.４ 

浜 頓 別 町 ８４.２ ８８.９ ８４.２ ８５.４ ８８.５ ９６.９ 

中 頓 別 町 ６０.５ ６２.６ ５８.６ ６１.９ ６４.１ ６３.５ 

枝 幸 町 ８２.４ ８０.５ ７８.８ ７９.２ ７６.４ ８２.３ 

豊 富 町 ７０.１ ７４.１ ６７.４ ６８.４ ７１.５ ６５.６ 

礼 文 町 ７６.３ ７４.４ ７１.７ ７４.６ ７６.５ ７４.４ 

利 尻 町 ７７.１ ７８.３ ７３.０ ７４.２ ７６.７ ８０.８ 

利尻富士町 ８０.９ ８０.４ ７３.６ ７７.５ ７７.６ ７８.４ 

幌 延 町 ８４.０ ７６.４ ７１.３ ７２.５ ７７.３ ８２.６ 

 

 

●実質公債費比率 

 実質公債費比率は、普通会計の地方債の元利償還金の他、公営企業会計や一

部事務組合等における地方債の元利償還金に対する普通会計からの負担金や、

償還金的な債務負担行為額などを加えた実質的な公債費指標です。 

 ２５%が早期健全化基準、３５％が財政再生基準となっています。 

管内市町村の実質公債費比率の推移              （単位：％） 

市町村名 Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

稚 内 市 １２.２ １１.３ １０.６ １０.３ １０.７ １０.８ 

猿 払 村 １０.４ ９.９ ９.８ ９.５ １０.１ １１.４ 

浜 頓 別 町 ８.６ ８.０ ７.９ ８.８ ９.８ １０.９ 

中 頓 別 町 ▲１.４ ▲１.５ ▲１.２ ▲１.０ ▲０.３ ▲０.３ 

枝 幸 町 ７.７ ７.８ ８.３ ９.３ ９.５ ９.２ 

豊 富 町 １５.０ １４.５ １３.０ １１.９ １０.８ １０.１ 

礼 文 町 １２.７ １２.９ １３.７ １２.３ １２.３ １０.２ 

利 尻 町 ９.３ １１.２ １２.５ １３.５ １３.７ １４.１ 

利尻富士町 １３.５ １３.９ １４.３ １４.６ １３.７ １２.８ 

幌 延 町 ８.８ ７.８ ６.３ ４.８ ４.３ ４.５ 

 


